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はじめに 

少子高齢化や人口減少、ライフスタイル・価値観の多様化

など、急速な社会の変化に対応していくためには、すべての

人が性別にかかわらず、互いに尊重し合い、一人ひとりが自

分らしい生き方を選択できる男女共同参画社会の実現が求

められています。 

 

しかしながら、令和２年以降は新型コロナウイルス感染症

の世界的なまん延によりライフスタイルや価値観が変化す

るとともに、特に女性に関しては、生活困窮、性暴力・性犯

罪被害、家庭関係破綻などの課題が複雑化・複合化していることが顕在化しました。 

こうした状況を受け、令和６年には「困難な問題を抱える女性への支援に関する

法律」が施行されるなど、私たちを取り巻く社会環境が大きく変化しています。 

 

昨今の社会情勢の変化に対応し、施策のさらなる推進を図るため、平成 28 年に

策定した「第２期千早赤阪村男女共同参画推進計画」の計画期間満了に伴い、「第

３期千早赤阪村男女共同参画推進計画」を策定いたしました。 

 

千早赤阪村第５次総合計画では、「一人ひとりの個性と多様性を尊重し、誰もが

いきいきと暮らし、また、活躍できるむら」をめざしており、本計画では新たに「多

様な幸せ（well-being）を実現できる千早赤阪 ～互いを尊重し、誰もが自分らし

く生きられる村～」を基本理念として定め、男女共同参画に関する施策を推進して

まいります。 

 

本計画の推進にあたっては、庁内推進体制の充実はもとより、引き続き住民の皆

さま、関係機関・団体、事業者、地域と連携しながら取り組んでまいりたいと考え

ておりますので、より一層のご理解とご協力をお願いいたします。 

 

最後に、本計画の策定にあたり貴重なご提言をいただきました「千早赤阪村人権

尊重のまちづくり審議会」の委員の皆さまをはじめ、住民意識調査やパブリックコ

メントにご協力をいただきました村民の皆さまに、心から厚くお礼申し上げます。 
 

 

 令和８年３月 

 

千早赤阪村長 菊井 佳宏  
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第１章 

計画策定の趣旨と背景 

１ 策定の趣旨 

「男女共同参画社会基本法」では、男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合

い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社

会の実現を、21世紀における最重要課題として位置づけています。市町村に対しては同法

第14条第３項において、当該市町村の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策についての基本的な計画を策定するよう努めなければならないとし、基本計画の策

定を努力義務としています。 

そのことを踏まえ、本村では、平成18年３月に男女共同参画社会の実現に向け、総合的

かつ計画的に取り組むため、「千早赤阪村男女共同参画推進計画」を策定し、男女共同参画

に関する施策の推進に努めてきました。 

平成28年３月には「第２期千早赤阪村男女共同参画推進計画」を策定し、「互いを尊重し、

個性や能力を発揮できる、みんなに優しい千早赤阪村」を基本理念として掲げ、性別にと

らわれることなく、互いを尊重し、誰もがさまざまな場で対等に参画し、個性や能力が発

揮できる男女共同参画社会の実現をめざしてきました。 

これまでの取り組みにより、男女共同参画の推進に向けた村民意識は着実に高まりつつ

ありますが、今なお地域社会や家庭、職場において、固定的性別役割分担意識やＤＶ等の

人権侵害、女性の活躍促進や子育てと仕事の両立、性の多様性に対する理解促進など課題

は多く、対応が求められています。 

このような状況のもと、令和７年度で「第２期千早赤阪村男女共同参画推進計画」が満

了となることから、計画の実績等を基に千早赤阪村の特徴をとらえ、新たな課題や社会状

況の変化に対応し、男女共同参画に関する施策をさらに推進するため、「第３期千早赤阪村

男女共同参画推進計画」として策定するものです。 
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２ 世界・国・府の背景 

（１）世界の動き  

平成27年９月の国連サミットにおいて、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が国

連加盟193か国の全会一致で採択されました。2030アジェンダでは、平成28年から令和12年

までに持続可能でよりよい世界をめざす国際目標として、17のゴール・169のターゲットか

ら構成される「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」が掲げられており、地球上の「誰一人と

して取り残さない（leave no one behind）」ことが誓われています。 

ＳＤＧｓでは、目標５に「ジェンダー平等を実現しよう（ジェンダーの平等を達成し、

すべての女性と女児のエンパワーメントを図る）」が立てられ、教育や経済的資源へのアク

セスなど、女性や女児であることを理由に平等な機会を与えられていない状況に終止符を

打ち、世界人口の半数を占めるすべての女性及び女児の能力強化を行うことが掲げられて

います。 

また、国連婦人の地位委員会においては、平成28年３月（第60回）では「女性のエンパ

ワーメントと持続可能な開発の関連性」と「女性及び女児に対するあらゆる形態の暴力の

撤廃及び防止」をテーマに、平成30年３月（第62回）では「農山漁村の女性と女児のジェ

ンダー平等とエンパワーメント達成のための課題と機会」をテーマとした協議等が行われ、

女性の地位向上をめざした国際的な取り組みは継続して積極的に進められています。 

しかしながら、令和元年12月に発表された、世界経済フォーラムによる「グローバル・

ジェンダー・ギャップ指数」において、日本は153か国中121位と過去最低の順位となりま

した。これは政治・経済・教育・健康の４部門について、男女にどれだけの格差が存在し

ているかを分析して算出される指標で、日本は、特に政治と経済の分野において男女の格

差が大きく、男女共同参画において取り組むべき課題は依然として多く残されています。 

そして、令和７年６月に発表された最新の「グローバル・ジェンダー・ギャップ指数2025」

においても、日本は148か国中118位の低順位となっています。傾向についても令和元年と

同様、政治と経済の分野の評価が低く、Ｇ７（先進７か国首脳会議）の中では最下位です。

ジェンダー平等を実現するためには、これらの分野における男女格差の解消のため、さま

ざまな取り組みを推し進めていく必要があります。 
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（２）国の動き  

① 国内行動計画の策定 

国際社会における男女平等の実現に向けた取り組みを受け、国は昭和52年に最初の「国

内行動計画」、10年後の昭和62年に「西暦2000年に向けての新国内行動計画」、平成８年に

「男女共同参画2000年プラン」、平成17年に「第２次男女共同参画基本計画」、平成22年に

「第３次男女共同参画基本計画」、平成27年に「第４次男女共同参画基本計画」を策定し、

さまざまな取り組みを進めてきました。 

令和２年12月には、「第５次男女共同参画基本計画」が閣議決定され「すべての女性が輝

く令和の社会」の実現に向け、2020年代の早期に指導的地位に占める女性の割合を30％程

度とする目標の達成や、社会のあらゆる分野におけるジェンダー主流化の推進など、制度

や慣行の見直しを含めた構造的な変革を加速させてきました。 

そして、令和８年３月に閣議決定された「第６次男女共同参画基本計画」では、めざす

べき社会として、次の４つが掲げられています。 

○男女が自らの意思に基づき、個性と能力を十分に発揮できる、公正で多様性に富んだ、

活力ある持続可能な社会 

○男女の人権が尊重され、尊厳を持って個人が生きることのできる社会 

○仕事と生活の調和が図られ、男女が共に充実した職業生活、その他の社会生活、家庭

生活を送ることができる社会 

○あらゆる分野に男女共同参画・女性活躍の視点を取り込み、国際社会と協調する社会 

 

② 男女共同参画を推進する法整備の動き 

昭和60年の「女子差別撤廃条約」批准にあたり、「男女雇用機会均等法」や「労働基準法」

の改正、「育児・介護休業法」などの法整備を進め、平成11年には「男女共同参画社会基本

法」が成立、男女共同参画社会づくりは21世紀の最重要課題と位置づけられました。 

また、平成27年８月には、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（以下、

「女性活躍推進法」という。）が成立し、就学前児童や小学生の保育の充実、「女性のチャ

レンジ応援計画」の取り組みの推進、企業における女性の活躍状況の「見える化」の推進

などのさまざまな取り組みが進められています。こうした取り組みにより女性の就業率は

飛躍的に上昇している一方で、収入や正規雇用率などの雇用分野における性差は依然とし

てあり、仕事と家庭生活との両立の難しさなど、取り組むべき課題は多く顕在しています。 

さらに、令和５年６月には、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関す

る国民の理解を深め、多様性に寛容な社会の実現をめざすものとして、「性的指向及びジェ

ンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」が公布、施行

されました。 
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そして、令和６年４月には、困難な問題に直面している女性の福祉の増進を図るため、

「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が施行されました。この法律では、女

性の人権が尊重され、安心かつ自立して暮らせる社会の実現をめざすことが示されていま

す。 

 

③ 女性に対する暴力の根絶に向けた法整備の動き 

平成25年７月に「ストーカー行為等の規制等に関する法律（ストーカー規制法）」、「配偶

者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（ＤＶ防止法）」が相次いで改正され

ました。「改正ストーカー規制法」では、被害者から拒まれたにもかかわらず、連続して電

子メールを送信する行為が新たに法の規制対象とされ、同年10月に施行されました。「改正

ＤＶ防止法」では、それまで適用対象外であった「生活の本拠を共にする交際相手からの

暴力及びその被害者」を法の適用対象として、平成26年１月に施行されました。加えて、

児童虐待防止対策及び配偶者からの暴力の被害者の保護対策の強化を図るため、児童虐待

と密接な関連があるとされるＤＶの被害者の適切な保護が行われるよう、相互に連携・協

力すべき関係機関として児童相談所が法文上明確化される等の改正がされ、令和２年４月

に施行されました。 

また、若年層を中心に社会問題化しているリベンジポルノへの対策として、平成26年11

月には、リベンジポルノに罰則を設ける「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に

関する法律（リベンジポルノ法）」が成立しました。 

加えて、令和５年５月には「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

（配偶者暴力防止法）」が改正され、保護命令の対象に「自由、名誉又は財産」に対する加

害の告知による脅迫を受けた者が追加されたほか、接近禁止命令等の申立てをすることが

できる範囲の拡大、禁止命令の対象行為に連続したSNS等の送信の追加、保護命令違反の厳

罰化など、保護命令制度の拡充と罰則強化が図られました。 
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④ 仕事と生活の調和を推進する法整備の動き 

社会の活力の低下や少子化・人口減少を解決するために、仕事と生活の調和（ワーク・

ライフ・バランス）の取り組みがあります。これまでの働き方を見直して仕事と家庭の両

立を図り、男女共同参画と少子化対策を推進することが重要であるとの認識に立ち、平成

19年に「ワーク・ライフ・バランス憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」

が策定されました。 

また、平成27年には、女性の採用・登用・能力開発等のための事業主行動計画の策定を

事業主に義務づける「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」

が成立しました。その後、令和元年５月の改正により、令和４年４月１日からは、一般事

業主行動計画の策定・届出および情報公表の義務が、従業員数101人以上300人以下の企業

にも拡大されました。あわせて、女性の活躍推進において優れた取り組みを行う企業を評

価する特例認定制度（プラチナえるぼし）が創設され、ハラスメントに関する相談を理由

として事業主が労働者に不利益な取扱いをすることを禁止する規定が新たに盛り込まれ

るなど、制度の充実が図られています。 

 

（３）大阪府の動き  

大阪府では、昭和56年に「女性の自立と参加を進める大阪府行動計画」を、昭和61年に

「女性の地位向上のための大阪府第２期行動計画-21世紀をめざす大阪府女性プラン」を、

平成３年に「男女協働社会の実現をめざす大阪府第３期行動計画-女と男のジャンプ･プラ

ン」を、さらに平成９年には、北京行動綱領等を踏まえ、「新女と男のジャンプ･プラン」

を策定して施策の推進に取り組んできました。 

平成10年には、大阪府附属機関条例に基づく「大阪府男女協働社会づくり審議会」（平成

14年４月｢大阪府男女共同参画審議会｣に改称）を設置し、男女共同参画をめぐるさまざま

な課題に的確に対応していくために、平成13年７月、男女共同参画社会基本法に基づき、

平成22年度を目標年度とした「おおさか男女共同参画プラン」（平成18年改訂）を策定する

とともに、平成14年４月に府民や事業者とともに男女共同参画社会の実現をめざす指針と

なる「大阪府男女共同参画推進条例」を施行しました。 

その後、平成23年には「おおさか男女共同参画プラン（2011-2015）」が策定され、以後

５年ごとに新しいプランを策定し、令和８年には大阪府男女共同参画審議会の答申（令和

７年８月）に基づいた「おおさか男女共同参画プラン（2026-2030）」を策定しました。 

令和６年には「大阪府困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する基

本的な計画（2024-2026）」を策定し、困難な問題を抱える女性への支援施策を推進してい

ます。 
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３ 計画の位置づけ 

本計画は、「男女共同参画社会基本法」第14条第３項に規定する行動計画であるととも

に、「千早赤阪村男女共同参画推進条例」第10条に定められた計画です。 

また、国の第６次男女共同参画基本計画や大阪府のおおさか男女共同参画プラン等を踏

まえるとともに、第５次千早赤阪村総合計画を上位計画とし、他の関連計画とも整合性を

図るものとします。 

さらに、本計画の一部は、「女性の職業生活における活躍に関する法律（女性活躍推進法）」

第６条第２項に基づく「市町村推進計画」及び、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護等に関する法律（ＤＶ防止法）」第２条の３第３項に基づく「市町村基本計画」、「困難な

問題を抱える女性への支援に関する法律（困難女性支援法）」第８条第３項に基づく「困難

な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する基本的な計画（市町村基本計

画）」を包含します。 

 

 

 

 

 

  

 

 

各種関連計画 

第３期 

千早赤阪村男女共同参画推進計画 

千早赤阪村女性の職業生活における活躍の推進に関する計画 

千早赤阪村ＤＶ対策基本計画 

千早赤阪村困難な問題を抱える女性への支援に関する基本計画 

【 大阪府 】 

【 国 】 

第６次男女共同 

参画基本計画 

 

配偶者からの暴力防

止及び被害者の保護

のための施策に関す

る基本的な方針 

 

女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関

する基本方針 

男女共同参画 

社会基本法 

 

女性活躍推進法 

 

ＤＶ防止法 

 

困難女性支援法 

【 関連法令 】 【 千早赤阪村 】 

おおさか 

男女共同参画プラン 

 

大阪府困難な問題を 

抱える女性への支援の

ための施策の実施に 

関する基本的な計画 

第５次千早赤阪村総合計画 
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４ 計画の期間 

計画期間は、令和８年度から令和17年度までの10年間とします。また、社会情勢の変化

や計画の進捗状況等により必要に応じて見直しを行います。 

 

計画期間 

 

平
成
28
年
度 

平
成
29
年
度 

～ 

令
和
６
年
度 

令
和
７
年
度 

令
和
８
年
度 

令
和
９
年
度 

～ 

令
和
16
年
度 

令
和
17
年
度 

策 

定 

   

期
間
満
了 

策 

定 

    

 

 

５ 計画の策定方法 

本計画は、『「男女共同参画」に関する住民意識調査』により、本村の男女共同参画の実

態把握に努めるとともに、パブリックコメントなどを通じて広く村民等の意見を求め、庁

内組織である「千早赤阪村男女共同参画社会推進本部」及び、住民・事業者・教育・福祉

関係者などで構成する「千早赤阪村人権尊重のまちづくり審議会」の審議を経て策定しま

した。 

  

第３期 

千早赤阪村男女共同参画推進計画 

第２期 

千早赤阪村男女共同参画推進計画 
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６ 計画の特徴 

（１）千早赤阪村男女共同参画推進条例に基づいた計画  

本村では、男女共同参画社会の推進に関する基本理念を定め、村、住民、事業者及び教

育関係者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本的な事

項を定め、男女共同参画を総合的かつ計画的に実施し、男女共同参画社会の実現に寄与す

ることを目的とした「千早赤阪村男女共同参画推進条例」を平成28年３月に制定しました。 

本条例において、男女共同参画施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画

の推進に関する基本的な計画を策定することとなっており、本計画は、この規定に沿った

計画とします。 

 

（２）「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」

に基づいた計画  

本計画の基本目標Ⅳ「多様な立場の人々が安心していきいきと暮らせる環境づくり」基

本施策１「あらゆる暴力やセクシュアルハラスメント等の根絶」を、「配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護等に関する法律」に定める「市町村基本計画」である「千早赤阪村

ＤＶ対策基本計画」として位置づけ、ＤＶ防止に向けて一層積極的に取り組みを進めます。 

 

（３）「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」 

に基づいた計画 

本計画の基本目標Ⅱの「性別にかかわらず自分らしく働くことができる環境づくり」を、

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に定める「市町村基本計画」である

「千早赤阪村女性の職業生活における活躍の推進に関する計画」として位置づけ、女性の

職業生活における活躍の推進に向けた施策に取り組みます。 

 

（４）「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」 

に基づいた計画 

本計画の基本目標Ⅳ「多様な立場の人々が安心していきいきと暮らせる環境づくり」基

本施策２「様々な困難を抱える人々への支援強化」を、「困難な問題を抱える女性への支援

に関する法律」に定める「市町村基本計画」である「千早赤阪村困難な問題を抱える女性

への支援に関する基本計画」として位置づけ、困難な問題を抱える女性への支援強化に向

けた施策に取り組みます。 
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第２章 

千早赤阪村の現状 

１ 人口の状況 

（１）性別総人口の推移  

本村の総人口は、令和７年では、4,612人となっており、令和３年に比べ、452人減少し

ています。性別でみると、令和７年では、女性2,445人、男性2,167人と女性が多くなって

います。また、令和３年と比べると、女性では205人、男性では247人減少しています。 

 

性別総人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総人口（各年３月末現在） 

  

2,650 2,599 2,556 2,517 2,445 2,414 2,349 2,286 2,233 2,167 

5,064 4,948 4,842 4,750 4,612 

0

2,000

4,000

6,000

令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年

（人）

女性 男性 総人口
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（２）年齢３区分別人口の推移  

年齢３区分別人口は、０～14歳（年少人口）、15～64歳（生産年齢人口）の人口は年々減

少していますが、65歳以上（老年人口）の人口の割合は増加しており、令和３年の45.4％

から、令和７年では47.7％と2.3ポイント増加しています。 

 

年齢３区分別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総人口（各年３月末現在） 

 

 

 

年齢３区分別割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総人口（各年３月末現在） 

  

407 391 372 353 337 

2,356 2,273 2,206 2,151 2,077 

2,301 2,284 2,264 2,246 2,198 

5,064 4,948 4,842 4,750 4,612 

0

2,000

4,000

6,000

令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年

（人）

０～14歳（年少人口） 15～64歳（生産年齢人口） 65歳以上（老年人口）

8.0 7.9 7.7 7.4 7.3

46.5 45.9 45.6 45.3 45.0

45.4 46.2 46.8 47.3 47.7

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年

（％）

０～14歳（年少人口） 15～64歳（生産年齢人口） 65歳以上（老年人口）
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２ 世帯の状況 

（１）世帯数と世帯区分の推移  

世帯数は、平成17年までは増加していましたが、平成22年以降は減少し、令和２年には

1,940世帯となっています。一方で、単身世帯は年々増加しています。 

また、１世帯当たり人員についても、年々減少しており、平成12年の3.31人に対し、令

和２年では2.49人となっています。 

 

世帯数と世帯区分の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（各年 10 月１日） 

 

 

世帯数と世帯人員の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（各年 10 月１日） 

 

  

202 252 285 395 394 

1,359 1,385 1,404 1,342 1,321 

381 308 229 155 102 

164 174 166 143 123 

2,106 2,119 2,084 2,035 1,940 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

（世帯）

単身世帯 核家族 三世代世帯 その他

2,106 2,119 2,084 2,035 1,940 

3.31 
3.05 

2.85 
2.62 2.49 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

（人）（世帯）

世帯数 １世帯あたり人員
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（２）ひとり親家庭の推移  

ひとり親家庭は、年々増加しており、父子家庭に比べ、母子家庭世帯の数が増加してい

ます。 

 

ひとり親家庭の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（各年 10 月１日） 

 

 

（３）高齢者単身世帯数の推移  

高齢者単身世帯数については、年々増加傾向にあります。令和２年には男性に比べ、女

性が2.1倍となっており、今後の高齢化にともない、女性の高齢者単身世帯数はますます増

加していくと予想されます。 

 

高齢者単身世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（各年 10 月１日） 

  

28 32 24 31 40 

108 118 
157 155 

191 
136 

150 

181 186 

231 

0

50

100

150

200

250

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

（世帯）

父子家庭 母子家庭

43 
81 95 

134 

203 
199 177 

284 294 

0

100

200

300

平成22年 平成27年 令和２年

（世帯）

男性世帯 女性世帯
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３ 就業の状況 

（１）男女別労働力率  

本村の労働力率は、男性は減少傾向にあり、令和２年では57.3％となっています。一方、

女性は平成22年の37.4％以降増加しており、令和２年では38.4％となっています。 

 

男女別労働力率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（各年 10 月１日） 

  

41.1 39.4 37.4 37.9 38.4

74.0 72.3
67.0

61.9
57.3

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

（％）

女性 男性
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（２）年齢別労働力率の推移 

本村の女性の年齢別労働力率は、30歳代後半を底とするＭ字カーブ※を描いています。 

年々30歳代から40歳代の女性の労働力率が高くなっており、令和２年では70％を越す割

合となっています。 

 

年齢別労働力率の推移（女性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ Ｍ字カーブ：日本の女性の労働力率を年齢階級別にグラフ化したとき、30 歳代を

谷とし、20 歳代後半と 40 歳代後半が山になるアルファベットのＭのような形に

なること。 

資料：国勢調査（各年 10 月１日） 

 

 

年齢別労働力率の推移（男性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（各年 10 月１日） 

  

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

（％）

令和２年 平成27年 平成22年 平成17年 平成12年

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

（％）

令和２年 平成27年 平成22年 平成17年 平成12年
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（３）審議会等の女性委員数の状況     

令和７年度の村内における審議会等の参画状況をみると、延委員数158人に対し、女性委

員数30人で、女性比率は19.0％となっています。 

   
 

審議会等 ２２ 

うち女性のいる審議会等 １５ 

延委員数 １５８人 

うち女性委員数 ３０人 

女性比率 １９.０％ 

資料：庁内資料 

 

（４）庁内の女性管理職数の状況  

令和７年度の庁内の管理職の女性割合をみると、管理職数24人に対し、女性数６人で、

女性比率は25.0％となっています。 

 

年度 管理職数 うち女性数 女性比率 

令和元年度 ２７人 ８人 ２９．６％ 

令和２年度 ２６人 ６人 ２３．０％ 

令和３年度 ２７人 ７人 ２５．９％ 

令和４年度 ２７人 ５人 １８．５％ 

令和５年度 ２６人 ５人 １９．２％ 

令和６年度 ２５人 ５人 ２０．０％ 

令和７年度 ２４人 ６人 ２５．０％ 

資料：庁内資料 
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４ アンケート調査結果の状況 

（１）アンケート調査の概要 

① 調査の目的 

「第２期千早赤阪村男女共同参画推進計画」の計画期間満了に伴い、新たな千早赤阪村

男女共同参画推進計画の策定にあたり、住民の意識や実態を把握し計画策定の基礎資料と

するため、「男女共同参画に関する住民意識調査」を実施しました。 

 

② 調査の対象 

村内在住の18歳以上の村民、男女各500人を無作為抽出 

 

③ 調査期間 

令和７年９月１日から令和７年９月19日まで 

 

④ 調査方法 

郵送による配布・回収 

 

⑤ 回収状況 

配布数 回収数 回収率 

１，０００件 ３０５件 ３０．５％ 

 

⑥ 調査結果の表示方法 

回答は各質問の回答者数を基数とした百分率（％）で示してあります。また、小数点以

下第２位を四捨五入しているため、内訳の合計が100.0％にならない場合があります。 
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（２）アンケート調査結果 

① 回答者の基本属性 

〇 性別 

 

 

 

 

 

 

〇 年齢 

 

 

 

 

 

 

 

〇 職業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 家族構成 

 

 

 

 

 

 

  

男性 女性 男性・女性と答えることに抵抗を感じる 無回答

回答者数 =

　 305 44.6 53.1 0.7 1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

農林水産業

製造業・建設業

商業・サービス業

保健・医療・福祉関係

公務員・団体職員・教職員

専業主婦（主夫）・無職・学生・その他の職業

無回答

18歳～20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上 無回答

回答者数 =

男性 136

女性 162

11.8

8.6

10.3

14.8

9.6

12.3

16.9

19.8

23.5

21.0

26.5

23.5

1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

男性 136

女性 162

5.1

0.6

15.4

7.4

16.9

8.0

5.1

17.9

13.2

2.5

40.4

61.7

3.7

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ひとり暮らし 夫婦のみ 親と未婚の子ども 親と子ども夫婦

親と子と孫 その他の世帯 無回答

回答者数 =

男性 136

女性 162

9.6

9.3

27.9

20.4

27.2

40.7

4.4

6.2

4.4

4.3

21.3

14.2

5.1

4.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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〇 「男女共同参画」に関する言葉や制度の認知状況について 

『（ウ）育児休業制度・介護休業制度』で「内容について知っている」が、『（ア）

男女共同参画社会』で「内容はわからないが、言葉は知っている」が、『（ス）困難

な問題を抱える女性への支援に関する法律（女性支援新法）』で「まったく知らない」

が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

内容について知っている 内容はわからないが、言葉は知っている

まったく知らない 無回答

回答者数 = 305

（ア）男女共同参画社会

（イ）男女雇用機会均等法

（ウ）育児休業制度・介護休
　　　業制度

（エ）女子差別撤廃条約

（オ）ストーカー規制法

（カ）配偶者暴力防止法（DV
　　　防止法）

（キ）ワーク・ライフ・バラ
　　　ンス（仕事と生活の調
　　　和）

（ク）ドメスティック・バイ
　　　オレンス（ＤＶ）

（ケ）ポジティブ・アクショ
　　　ン

（コ）ジェンダー

（サ）千早赤阪村男女共同参
　　　画推進計画

（シ）大阪府男女共同参画推
　　　進条例

（ス）困難な問題を抱える女
　　　性への支援に関する法
　　　律（女性支援新法）

30.8

58.0

68.9

26.2

53.8

51.5

36.4

67.5

11.5

58.7

3.6

4.9

5.2

42.6

30.8

24.3

41.3

39.3

39.7

35.7

24.6

34.1

30.2

34.1

33.1

27.2

24.3

9.5

4.9

30.2

4.6

7.2

25.2

5.2

51.5

8.9

59.7

59.3

65.9

2.3

1.6

2.0

2.3

2.3

1.6

2.6

2.6

3.0

2.3

2.6

2.6

1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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〇 各分野における男女平等について 

『（カ）社会通念・慣習・しきたりなど』で「男性の方が非常に優遇されている」と

「どちらかといえば男性の方が優遇されている」を合わせた“男性優遇”が、『（ウ）

学校教育の場』で「平等になっている」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

男性の方が非常に優遇されている

どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等になっている

どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている

わからない

無回答

回答者数 = 305

（ア）家庭生活

（イ）職場

（ウ）学校教育の場

（エ）政治の場

（オ）法律や制度

（カ）社会通念・慣習・しき
　　　たりなど

（キ）社会全体

（ク）地域社会（自治会・PT
　　　など）の場

11.1

9.2

2.6

32.8

15.1

26.2

16.4

10.5

40.3

41.6

13.1

37.7

32.1

45.6

50.2

34.4

28.9

25.9

46.9

10.5

21.3

10.2

13.4

24.3

3.9

5.2

2.0

1.3

8.9

1.3

3.0

3.0

2.3

1.6

1.0

1.0

1.3

1.0

2.0

1.3

10.5

12.5

30.8

14.1

18.4

13.1

11.8

23.6

3.0

3.9

3.6

2.6

3.0

2.6

3.3

3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【性別】 

性別でみると、全ての分野において、男性に比べ、女性で“男性が優遇されて 

いる”の割合が高くなっており、特に「家庭生活」「職場」「法律や制度上」にお

いては、男女の差が大きくなっています。 

 

【家庭生活】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【職場】 

 

 

 

 

 

 

 

【学校教育の場】 

 

 

 

 

 

 

 

【政治の場】 

 

 

 

  

男性の方が非常に優遇されている

どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等になっている

どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている

わからない

無回答

回答者数 =

男性 136

女性 162

5.9

15.4

34.6

45.7

36.8

22.8

5.1

3.1

3.7

1.2

12.5

8.6

1.5

3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

男性 136

女性 162

3.7

13.0

35.3

48.1

34.6

19.8

8.1

3.1

3.7 11.0

13.0

3.7

3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

男性 136

女性 162

0.7

3.7

8.8

16.0

53.7

43.2

1.5

2.5

2.2 30.1

31.5

2.9

3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

男性 136

女性 162

24.3

40.1

40.4

36.4

14.7

7.4

2.2

0.6

2.2 14.7

13.0

1.5

2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【法律や制度の上】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【社会通念・慣習・しきたりなど】 

 

 

 

 

 

 

 

【社会全体】 

 

 

 

 

 

 

 

【地域社会（自治会・PTAなど）の場】 

 

 

 

 

 

 

  

男性の方が非常に優遇されている

どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等になっている

どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている

わからない

無回答

回答者数 =

男性 136

女性 162

6.6

21.6

27.9

37.0

30.9

14.2

11.8

6.8

2.9 16.9

18.5

2.9

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

男性 136

女性 162

14.7

35.8

54.4

40.1

14.0

6.8

2.9

2.2 10.3

14.8

1.5

2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

男性 136

女性 162

10.3

21.0

50.7

51.2

19.1

8.6

2.9

3.1

4.4 10.3

13.0

2.2

3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

男性 136

女性 162

5.9

14.8

30.9

38.3

32.4

17.3

5.9

0.6

2.2

0.6

21.3

25.3

1.5

3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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〇 あなたの「男（夫）は仕事、女（妻）は家庭」という考え方について 

「そのとおりだと思う」「どちらかといえばそう思う」を合わせた“そう思う”の割

合が28.2％、「どちらかといえばそうは思わない」「そうは思わない」を合わせた“そ

うは思わない”の割合が70.2％となっています。 

また、年齢別にみると、年齢が上がるほど「どちらかといえばそう思う」の割合が

高い傾向にあります。また、40歳代で「そうは思わない」の割合が高く、30歳代、40

歳代で「どちらかといえばそうは思わない」の割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

18歳～20歳代 30

30歳代 38

40歳代 34

50歳代 56

60歳代 68

70歳以上 74

7.9

5.4

5.4

13.3

18.4

17.6

19.6

25.0

40.5

16.7

13.2

11.8

28.6

29.4

28.4

66.7

60.5

70.6

44.6

45.6

24.3

3.3

1.8

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

男性 136

女性 162

5.1

1.9

31.6

19.1

19.9

26.5

42.6

51.2

0.7

1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そのとおりだと思う どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそうは思わない そうは思わない

無回答

回答者数 =

　 305 3.3 24.9 23.6 46.6 1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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〇 男女にかかわらず、ともに家事・子育て・介護を担い合っていくために必要なこと

について 

「小さい時から、男女ともに家事や育児に関する教育をする」の割合が49.8％と最

も高く、次いで「男女の間で、家事などの役割分担について十分話し合う」の割合が

47.5％、「男女の役割分担についての社会通念、慣習、しきたりを改める」の割合が

38.0％となっています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 305 ％

小さい時から、男女ともに家事や育児に関する
教育をする
男女の間で、家事などの役割分担について十分
話し合う
男女の役割分担についての社会通念、慣習、し
きたりを改める

労働時間の短縮や休暇制度を普及させる

仕事中心という社会全体の仕組みを改める

男性の仕事優先という生き方、考え方を改める
（見直す）
男女がともに「男女共同参画」に対する理解・
関心を高める
仕事と家庭の両立などの問題について相談でき
る窓口を設ける

女性が男性に経済力や出世を求めない

その他

無回答

49.8

47.5

38.0

32.1

27.9

26.6

19.0

15.7

9.8

1.6

3.6

0 20 40 60 80 100
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〇 女性が職業を持つことについて 

「子どもができても、ずっと職業を続ける方がよい」の割合が47.5％と最も高く、

次いで「子どもができたら職業をやめ、子どもが大きくなったら再び職業を持つ方が

よい」の割合が16.4％となっています。 

平成27年度調査と比較すると、「結婚するまでは職業を持つ方がよい」（H27：6.5％、

R7：1.3％）、「子どもができたら職業をやめ、子どもが大きくなったら再び職業を持つ

方がよい」（H27：45.2％、R7：16.4％）が減少し、「子どもができても、ずっと職業を

続ける方がよい」（H27：23.0％、R7：47.5％）が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

女性は職業を持たない方がよい

結婚するまでは職業を持つ方がよい

子どもができるまでは職業を持つ方がよい

子どもができても、ずっと職業を続ける方がよい

子どもができたら職業をやめ、子どもが大きくなったら再び職業を持つ方がよい

その他

わからない

無回答

回答者数 =

令和７年度調査 305

平成27年度調査 373

0.3

0.9

1.3

6.5

6.9

9.5

47.5

23.0

16.4

45.2

14.1

8.0

9.2

4.1

4.3

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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〇 今後女性がもっと増える方がよい職業や役職について 

「国会議員、都道府県議会議員、市(区)町村議会議員」の割合が56.4％と最も高く、

次いで「都道府県、市(区)町村の首長」の割合が45.9％、「企業の管理職」の割合が44.3％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 305 ％

国会議員、都道府県議会議員、市(区)町村議会
議員

都道府県、市(区)町村の首長

企業の管理職

国家公務員・地方公務員の管理職

起業家・経営者

医師、歯科医師

自治会長、町内会長等

農協・漁協等、事業組合の役員

労働組合の幹部

新聞・放送等マスコミ関係者

特にない

その他

無回答

56.4

45.9

44.3

42.6

38.7

33.4

30.5

24.3

23.9

19.7

15.7

3.6

3.9

0 20 40 60 80 100
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〇 仕事と生活を両立し、いきいきと暮らせる社会を実現するために必要なこと 

「子どものころから、職業選択の自由や男女がともに家事、育児、介護の責任を分

かち合う男女平等の意識づけを行う」の割合が34.1％と最も高く、次いで「柔軟な勤

務形態（フレックスタイム制や在宅勤務など）や時間外労働の削減など、働き方の見

直しを図る」の割合が29.2％、「夫婦や家族間でのコミュニケーションをよく図る」の

割合が23.0％となっています。 

 

  回答者数 = 305 ％

子どものころから、職業選択の自由や男女がと
もに家事、育児、介護の責任を分かち合う男女
平等の意識づけを行う
柔軟な勤務形態（フレックスタイム制や在宅勤
務など）や時間外労働の削減など、働き方の見
直しを図る

夫婦や家族間でのコミュニケーションをよく図
る

男女の賃金格差の是正や、女性の正規雇用な
ど、女性の経済的安定を図る

育児や介護での離職者の再雇用制度を導入する

保育や介護の施設、サービスの充実を図る

家事、子育て、介護、地域活動への男性の関
心、意識を高める

社会の中で、家事、育児、介護、地域活動につ
いての評価を高める

時間外労働を削減し、労働生産性を高め、仕事
と生活の両立を図る従業員を、企業がプラスに
評価する

年配者や周りの人が、夫婦の役割分担や個人の
生き方についての当事者の考え方を尊重する

育児休業や介護休業取得中の経済的支援を行う

職場での育児休業、介護休業制度を充実する

職場の上司や同僚とのコミュニケーションをよ
く図る

企業において、育児・介護休業取得に対し、プ
ラスの評価を行う制度などを導入する

その他

特にない

無回答

34.1

29.2

23.0

22.3

20.7

20.7

19.3

17.0

16.1

15.1

14.8

10.5

7.5

7.2

3.9

1.3

5.9

0 20 40 60 80 100
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〇 育児休業の取得状況について 

「取得対象ではない」の割合が46.9％と最も高く、次いで「取得したことがない」

の割合が38.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

〇 介護休業の取得状況について 

 

 

 

 

 

 

 

〇 育児や介護の休業制度を男女ともに取りやすくするために必要なこと 

「職場に利用しやすい雰囲気があること」の割合が62.6％と最も高く、次いで「上

司や同僚などの理解や協力があること」の割合が53.8％、「休業中の賃金や手当などの

経済的支援があること」の割合が47.2％となっています。 

 

 

  

取得したことがある 現在、取得中である 取得する予定がある 取得したことがない

取得対象ではない 無回答

回答者数 =

　 305
8.9

1.0 38.4 46.9 4.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

取得したことがある 現在、取得中である 取得する予定がある 取得したことがない

取得対象ではない 無回答

回答者数 =

　 305
1.3

0.3 55.4 38.4 4.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 = 305 ％

職場に利用しやすい雰囲気があること

上司や同僚などの理解や協力があること

休業中の賃金や手当などの経済的支援があるこ
と

復帰後の仕事が保障されること

育児・介護休業を利用したことによって、昇進
や評価に影響が出ないこと

休業中の代替要員が確保されること

以前に育児・介護休業を利用した人の例がある
こと

その他

無回答

62.6

53.8

47.2

43.9

29.5

28.5

5.9

0.7

4.9

0 20 40 60 80 100
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〇 地域活動への参加状況 

『自治会・老人クラブ活動』『ＰＴＡ、子ども会、青少年育成などの活動』『スポー

ツ・健康づくり活動』『消防、防犯、交通安全などの活動』で、男女で「参加している・

していない」、「参加したい・したくない」の割合に差がみられます。 

 

【自治会、老人クラブ活動など】 

◆現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆今後 

 

 

 

 

 

 

 

 

【福祉ボランティア活動】 

◆現在 

 

 

 

 

 

◆今後 

 

 

 

 

 

 

  

参加している 参加していない 無回答

回答者数 =

男性 136

女性 162

36.8

34.0

58.8

61.7

4.4

4.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

男性 136

女性 162

11.8

13.0

83.1

80.2

5.1

6.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

参加したい 参加したくない 無回答

回答者数 =

男性 136

女性 162

41.2

30.9

50.7

54.3

8.1

14.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

男性 136

女性 162

34.6

30.9

58.1

54.3

7.4

14.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【環境ボランティア活動】 

◆現在 

 

 

 

 

 

 

 

◆今後 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ＰＴＡ、子ども会、青少年育成などの活動】 

◆現在 

 

 

 

 

 

 

◆今後 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

男性 136

女性 162

12.5

6.2

81.6

86.4

5.9

7.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

男性 136

女性 162

8.1

13.0

86.8

79.6

5.1

7.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

男性 136

女性 162

35.3

30.2

53.7

54.3

11.0

15.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

参加している 参加していない 無回答

参加したい 参加したくない 無回答

回答者数 =

男性 136

女性 162

20.6

22.8

69.9

59.3

9.6

17.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【文化・芸術活動】 

◆現在 

 

 

 

 

 

 

 

◆今後 

 

 

 

 

 

 

 

【スポーツ・健康づくり活動】 

◆現在 

 

 

 

 

 

 

◆今後 

 

 

 

 

 

 

  

参加している 参加していない 無回答

回答者数 =

男性 136

女性 162

8.8

10.5

84.6

83.3

6.6

6.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

男性 136

女性 162

20.6

13.6

75.0

79.6

4.4

6.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

参加したい 参加したくない 無回答

回答者数 =

男性 136

女性 162

28.7

35.2

59.6

51.9

11.8

13.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

男性 136

女性 162

50.0

38.3

39.0

48.1

11.0

13.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【消防、防犯、交通安全などの活動】 

◆現在 

 

 

 

 

 

 

 

◆今後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 女性の人権が尊重されていないと感じることについて 

「セクシュアル・ハラスメント（セクハラ）や痴漢行為、ストーカー（つきまとい）

行為など」の割合が57.7％と最も高く、次いで「女性への性的、身体的暴力」の割合

が51.1％、「職場における差別（雇用機会、雇用条件、賃金、待遇など）」の割合が49.8％

となっています。 

 

  

回答者数 =

男性 136

女性 162

17.6

3.7

77.2

88.3

5.1

8.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

男性 136

女性 162

37.5

29.6

52.2

56.2

10.3

14.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

参加したい 参加したくない 無回答

参加している 参加していない 無回答

回答者数 = 305 ％

セクシュアル・ハラスメント（セクハラ）や痴
漢行為、ストーカー（つきまとい）行為など

女性への性的、身体的暴力

職場における差別（雇用機会、雇用条件、賃
金、待遇など）
家庭における差別（男女の役割分担を決めつけ
たり、押し付けたりすること）
性の売買（風俗営業、売春・買春、援助交際な
ど）
「婦人」「未亡人」など女性だけに用いられる
言葉

その他

女性の人権が尊重されていないと感じることは
ない

無回答

57.7

51.1

49.8

35.4

23.6

9.8

1.0

5.9

4.6

0 20 40 60 80 100
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〇 配偶者（事実婚や元配偶者を含む）・恋人から暴力等を受けたことがあるか 

『（エ）大声でどなる』で「何度もあった（ある）」「１・２度あった（ある）」が、

『（コ）無理にポルノビデオや雑誌を見せる』で「まったくない」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

何度もあった（ある） １・２度あった（ある） まったくない 無回答

回答者数 = 305

（ア）なぐる、ける

（イ）なぐるふりをしたり、
　　　刃物を突きつけておど
　　　す

（ウ）物を投げる

（エ）大声でどなる

（オ）長期間無視をする

（カ）暴言をあびせる

（キ）生活費を渡さない

（ク）働くことを妨害する

（ケ）嫌がっているのに性的
　　　な行為を強要する

（コ）無理にポルノビデオや
　　　雑誌を見せる

（サ）交友関係や行動を細か
　　　く監視し、制限する

（シ）外出を制限する

2.3

1.6

3.9

10.5

7.2

6.9

3.0

2.3

2.3

0.3

4.3

2.3

8.2

4.6

13.1

25.6

18.7

16.1

4.3

4.6

5.6

1.3

5.9

6.2

82.0

85.2

74.4

56.4

65.9

67.9

83.3

84.3

82.0

89.2

80.7

82.3

7.5

8.5

8.5

7.5

8.2

9.2

9.5

8.9

10.2

9.2

9.2

9.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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〇 暴力にあたると思うかについて 

『（エ）大声でどなる』と『（オ）長期間無視をする』で「暴力の場合とそうでない

場合がある」が高く、『（キ）生活費を渡さない』と『（サ）交友関係や行動を細かく監

視し、制限する』で「暴力にあたると思わない」が高くなっています。 

 

【なぐる、ける】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【なぐるふりをしたり、刃物を突きつけておどす】 

 

 

 

 

 

 

 

【物を投げる】 

 

 

 

 

 

 

 

【大声でどなる】 

 

 

 

 

 

 

  

どんな場合でも暴力に当たると思う 暴力の場合とそうでない場合がある

暴力にあたると思わない 無回答

回答者数 =

男性 136

女性 162

75.0

78.4

11.0

6.2

3.7

4.9

10.3

10.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

男性 136

女性 162

74.3

79.0

10.3

3.7

4.4

5.6

11.0

11.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

男性 136

女性 162

64.0

70.4

19.9

12.3

4.4

4.9

11.8

12.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

男性 136

女性 162

40.4

57.4

41.2

27.2

7.4

6.8

11.0

8.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【長期間無視をする】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【暴言をあびせる】 

 

 

 

 

 

 

 

【生活費を渡さない】 

 

 

 

 

 

 

 

【働くことを妨害する】 

 

 

 

 

 

 

 

【嫌がっているのに性的な行為を強要する】 

 

 

 

  

どんな場合でも暴力に当たると思う 暴力の場合とそうでない場合がある

暴力にあたると思わない 無回答

回答者数 =

男性 136

女性 162

38.2

50.0

40.4

28.4

10.3

12.3

11.0

9.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

男性 136

女性 162

53.7

71.6

25.7

11.7

8.8

6.2

11.8

10.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

男性 136

女性 162

47.8

59.3

27.9

13.6

11.8

13.6

12.5

13.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

男性 136

女性 162

51.5

53.7

27.9

20.4

8.8

12.3

11.8

13.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

男性 136

女性 162

63.2

72.8

18.4

6.2

5.9

7.4

12.5

13.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【無理にポルノビデオや雑誌を見せる】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【交友関係や行動を細かく監視し、制限する】 

 

 

 

 

 

 

 

【外出を制限する】 

 

 

 

 

 

 

 

〇 暴力を受けた際に相談した経験について 

「誰にも話さず、相談していない」の割合が53.6％と最も高く、次いで「同僚や友

人に相談した」の割合が23.6％、「家族・親族に相談した」の割合が13.6％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

  

どんな場合でも暴力に当たると思う 暴力の場合とそうでない場合がある

暴力にあたると思わない 無回答

回答者数 =

男性 136

女性 162

59.6

65.4

17.6

15.4

11.0

6.2

11.8

13.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

男性 136

女性 162

50.7

56.8

25.0

19.1

12.5

10.5

11.8

13.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

男性 136

女性 162

48.5

55.6

28.7

20.4

10.3

9.9

12.5

14.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 = 140 ％

同僚や友人に相談した

家族・親族に相談した

職場の上司に相談した

公的機関等に相談した

学校や職場の相談窓口に相談した

その他

誰にも話さず、相談していない

無回答

23.6

13.6

4.3

3.6

0.0

2.1

53.6

11.4

0 20 40 60 80 100



36 

 

○ 防災分野で男女平等の視点を活かすために必要なこと 

「避難所で性別に応じてプライバシー（更衣・授乳など）が確保できるようにする」

の割合が26.2％と最も高く、次いで「避難所でのリーダーや炊き出しなど、役割を性

別で固定せず分担する」の割合が11.1％、「災害時の備えについて、性別によって異な

るニーズを反映する」の割合が10.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 男女共同参画を推進するために学校教育の場で必要な取り組みについて 

「男女共同参画社会づくりに向けての教育を充実する」の割合が55.7％と最も高く、

次いで「多様な選択を可能にする進路指導を受けられるようにする」の割合が52.1％、

「教員の男女共同参画社会づくりに向けた研修を充実する」の割合が39.3％となって

います。 

 

  

回答者数 =

　 305 7.9 7.2 6.9 11.1 10.8 5.2 26.2

1.3

1.3

7.9

14.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

防災分野の委員会や会議により多くの女性が参加できるようにする

災害対応や復興においてリーダーとなれる女性を育成する

地域防災計画や災害に関する各種マニュアル等に男女平等の視点を入れる

避難所でのリーダーや炊き出しなど、役割を性別で固定せず分担する

災害時の備えについて、性別によって異なるニーズを反映する

自治体職員（防災担当部署）について防災現場に女性が十分配置されるよう、採用・登用段階を含めて留意する

避難所で性別に応じてプライバシー（更衣・授乳など）が確保できるようにする

暴力の防止策を講じたり、相談窓口を設置する

その他

わからない

無回答

回答者数 = 305 ％

男女共同参画社会づくりに向けての教育を充実
する
多様な選択を可能にする進路指導を受けられる
ようにする
教員の男女共同参画社会づくりに向けた研修を
充実する
教員を男女バランスよく配置する（中学での女
性教員の比率向上など）

性教育を充実する

その他

無回答

55.7

52.1

39.3

29.5

19.3

3.3

6.2

0 20 40 60 80 100
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〇 男女共同参画社会に向けて、今後村で力をいれて取り組めば良いこと 

「女性が仕事を続けられる環境づくり（企業の理解、育児・介護休業法の普及など）」

の割合が42.6％と最も高く、次いで「介護の負担を軽減する支援・サービス」の割合

が40.7％、「子育て支援に関する取り組み（託児、保育、一時預かりなど）」の割合が

40.3％となっています。 

 

 

  

回答者数 = 305 ％

女性が仕事を続けられる環境づくり（企業の理
解、育児・介護休業法の普及など）

介護の負担を軽減する支援・サービス

子育て支援に関する取り組み（託児、保育、一
時預かりなど）
男性が家事・子育て・介護などへ参加しやすい
環境づくり（企業の理解、法律の整備など）

学校における男女平等教育

男女共同参画の村民の意識づくり（啓発活動、
学習機会の充実）
職場での不平等の是正（企業の理解、法律の整
備）

あらゆる暴力の根絶に向けた取り組み

男女の悩みや問題を解決する相談サービスや情
報提供

家庭における男女平等教育

女性が仕事に就くための支援（就業情報の提
供、技術の向上、起業の支援など）

女性の人権擁護、暴力追放に関する取り組み

自治会や隣組など地域活動での男女共同参画

政策や方針決定の場での男女共同参画

防災分野で男女平等の視点を活かす取り組み

包括的性教育の推進

男女平等に関する相談窓口の充実

多様な性のあり方に関する理解促進・支援体制
の整備

男性に向けた男女平等に関する啓発

民間の団体・グループの自主活動の支援

男女平等に関する情報誌や図書、資料コーナー
の充実

その他

無回答

42.6

40.7

40.3

32.8

28.2

23.3

21.3

19.0

18.0

18.0

14.4

11.1

10.2

10.2

9.8

9.8

9.5

8.2

5.9

3.6

2.3

2.0

6.6

0 20 40 60 80 100
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（３）アンケート調査結果から見える村の課題 

〇 「男女共同参画」に関する言葉や制度について 

『ポジティブ・アクション』で「まったく知らない」が 51.5％、『困難な問題を抱える女性へ

の支援に関する法律（女性支援新法）』で「まったく知らない」が 65.9％と最も高くなってお

り、広報紙及びホームページへの掲載や啓発ポスターの掲示等により、言葉や制度についての

周知・啓発を図っていく必要があります。 

 

〇 男女平等について 

『社会通念・慣習・しきたりなど』『政治の場』『社会全体』で「男性の方が非常に優遇され

ている」と「どちらかといえば男性の方が優遇されている」を合わせた“男性優遇”が 60％を

超えており、あらゆる分野における男女共同参画の推進が求められます。 

 

〇 家庭について 

「男（夫）は仕事、女（妻）は家庭」という考え方について、「そのとおりだと思う」「どち

らかといえばそう思う」を合わせた“そう思う”の割合が 28.2％となっており、固定的な性別

役割分担意識の解消や軽減を図っていく必要があります。 

 

〇 職業（仕事）について 

今後女性がもっと増える方がよいと思う職業等について、「国会議員、都道府県議会議員、市

(区)町村議会議員」の割合が 56.4％と最も高く、次いで「都道府県、市(区)町村の首長」、「企

業の管理職」となっており、施策・方針決定の場での男女共同参画が求められます。 

 

〇 地域活動について 

『自治会・老人クラブ活動』『ＰＴＡ、子ども会、青少年育成などの活動』『スポーツ・健康

づくり活動』『消防、防犯、交通安全などの活動』で、男女で「参加している・していない」、

「参加したい・したくない」の割合に差があり、地域活動における男女共同参画意識の高揚が

求められます。 

 

〇 女性の人権と暴力について 

配偶者・交際相手から『大声でどなる』『長時間無視をする』や『なぐる、ける』などの被害

を受けた人がおり、あらゆる暴力の根絶に向けた取り組みが求められます。また、そうした被

害を受けても、「誰にも話さず、相談していない」の割合が 53.6％と最も高く、女性相談支援員

を配置するなど相談しやすい体制の構築を進めていく必要があります。 
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〇 災害について 

防災分野で男女平等の視点を活かすために必要なこととして、「避難所で性別に応じてプライ

バシー（更衣・授乳など）が確保できるようにする」の割合が 26.2％と最も高くなっており、

災害の多い昨今の状況から、日頃から男女共同参画の視点を踏まえた防災対策の取り組みを推

進するとともに、被災時の避難所における男女のニーズの違いなどに配慮した災害対応を推進

することが必要です。 

 

〇 教育について 

男女にかかわらず、ともに家事・子育て・介護を担い合っていくために必要なこととして、

「小さい時から、男女ともに家事や育児に関する教育をする」の割合が 49.8％と最も高くなっ

ており、幼少期から男女平等教育を推進していく必要があります。 

 

〇 千早赤阪村における男女共同参画に向けた取り組みについて 

男女共同参画社会に向け、村で力を入れる方がよい取り組みについては、「女性が仕事を続け

られる環境づくり（企業の理解、育児・介護休業法の普及など）」の割合が 42.6％と最も高く、

次いで「介護の負担を軽減する支援・サービス」の割合が 40.7％、「子育て支援に関する取り組

み（託児、保育、一時預かりなど）」の割合が 40.3％となっており、ワーク・ライフ・バランス

の実現に向けた取り組みが求められます。 
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５ 前計画（第２期）の取り組み状況と課題 

基本目標Ⅰ 男女共同参画社会実現のための意識づくり 

「固定的な性別イメージの解消とジェンダー平等意識の浸透」を目的に、職員研修の実施

や、広報活動、啓発イベントの開催を進めました。また、地域住民に対して男女共同参画の重

要性を発信するために、講演会やパネル展を通じた周知活動を行い、地域全体で共同参画意識

を育む取り組みを実施しました。 

さらに、学校教育や生涯学習の場では、人権教育の一環としてジェンダー平等教育を実施し

ました。これらにより、住民の理解度を広げ、多様性を尊重する社会の基盤づくりに努めてい

ます。 

しかし、「参加の範囲が限られる」「特定層の参加が多い」など、取り組みの対象者が偏る傾

向や世代間の価値観の違いにより、ジェンダー平等意識に差が見られるため、今後は、幅広い

層への啓発を進めるために、世代別やライフステージ別に応じたアプローチを検討する必要が

あります。 

 

基本目標Ⅱ 男女共同参画社会を実現するための仕事と生活の調和 

ワーク・ライフ・バランスの実現に向け、こども家庭センターを中心とした育児相談や保護

者を対象とした情報提供を行いつつ、子育ての負担軽減を推進するとともに、また、高齢者支

援では、地域包括支援センターを充実させ、地域包括ケアシステムの構築を図りました。 

しかし、周知不足により利用が進まない事業があるため、情報提供方法を見直すとともに、

今後、参加者の多様化を促進するため、男女ともに取り組みやすい支援環境を整えることが必

要です。 

 

基本目標Ⅲ あらゆる分野への男女共同参画の推進 

あらゆる分野において男女共同参画を実現するため、審議会や地域活動における女性の登用

を推進し、役職率の向上をめざした取り組みを行いました。各種啓発講座を通じて、住民への

意識改革を図り、女性がリーダーシップを発揮しやすい環境整備を支援するなど、地域の多様

な分野で男女が平等に参画するための基盤づくりが進められている一方で、役職登用について

は未だに固定的な性別役割認識が課題となっています。また、啓発活動の対象が限られている

ことにより、施策の実効性をさらに向上させる必要があります。今後、啓発方法を強化し、幅

広い層の住民意識を変えるような取り組みを進めることが求められます。 
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基本目標Ⅳ 互いの人権尊重 

男女平等のもとに互いの人権を尊重し、村内における人権意識を高める啓発活動を進めまし

た。住民向けの啓発イベントの他、広報紙やパンフレットを活用した情報提供を実施しまし

た。また、学校教育では、情報モラル教育や情報活用能力の向上を図り、メディア・リテラシ

ーの育成に向けた取り組みを行いました。 

しかし、啓発活動が特定テーマに偏る場合があることや、固定的価値観を持つ層への対応が

十分でない状況があることから、今後、ジェンダーに加えて、ＬＧＢＴＱ＋など多様な人権課

題を取り上げた啓発を進めることで、住民の意識を広く醸成する必要があります。 

 

基本目標Ⅴ ＤＶ防止対策と被害者支援 

ＤＶ被害者には、自分が被害者であるという自覚がないままに暴力を受け続けている人がい

ます。また、女性に対する暴力の背景には、人権の軽視や社会的・経済的な男性の優位性があ

ります。 

ＤＶ防止対策と被害者支援に向けて、継続的な相談窓口の運営や啓発ポスターの掲示を通じ

た周知啓発を行うとともに、若年層を対象とした次世代の防止意識を育成するべく学校での教

育・地域での啓発活動を行いました。 

また、専門機関との連携強化を図り、広域的な支援ネットワークの構築の充実を図りまし

た。 

今後は、相談窓口や支援制度の周知とあわせて、暴力の根絶に向けた取り組みや困難な問題

を抱えた女性への支援など切れ目のない継続した支援のため、庁内各課をはじめ、関係機関・

民間団体等との連携を強化していくことが必要です。 
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第３章 

計画の基本的な考え方 

１ 基本理念 

前計画では、「互いを尊重し、個性や能力を発揮できる、みんなに優しい千早赤阪村」を

基本理念とし、男女共同参画に関する施策を推進してきました。 

計画策定から10年が経過し、少子高齢化の進展やライフスタイルの多様化など、男女共

同参画を取り巻く社会状況は大きく変化してきました。 

そのため、本計画では、性別にとらわれることなく、互いを尊重し、誰もが幸せを感じ

ながらあらゆる分野で男女が対等に暮らしていける男女共同参画社会の実現をめざすた

め、新たに「多様な幸せ（well-being）を実現できる千早赤阪 ～互いを尊重し、誰もが自

分らしく生きられる村～」を基本理念として定め、男女共同参画に関する施策を推進して

いきます。 

 

多様な幸せ（well-being）を実現できる千早赤阪 
～互いを尊重し、誰もが自分らしく生きられる村～ 

 

 

２ 計画の基本目標 

男女共同参画社会は、誰もが家庭、地域、職場など、あらゆる場で活躍できる社会です。

誰もが幸せを感じながらあらゆる分野で男女が対等に暮らしていける男女共同参画社会

の実現をめざすため、以下の４つを基本目標として定め、基本理念の実現に向けた取り組

みを進めます。また、本計画を実効性のあるアクションプラン（行動計画）とするため、

具体的な目標値を設定します。 

 

基本目標Ⅰ 誰もが多様な選択ができる男女共同参画社会実現のため 

の意識づくり 

すべての人が性別にかかわらず平等に尊重される社会をつくるためには、男女共同参画

の意識形成や性の多様性への理解が必要です。学校や認定こども園等において啓発活動を

行うなど、幼いころからの意識形成を図っていきます。また、家庭や地域における男女共

同参画意識を高めるための啓発を行います。 

 

項目 現状値（R7） 目標値（R17） 

「男女共同参画社会」という言葉の認知度 

（住民意識調査結果より） 
30.8％ 50.0％ 

「社会全体」において男女平等だと感じる人

の割合 

（住民意識調査結果より） 

15.8％ 30.0％ 
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基本目標Ⅱ 性別にかかわらず自分らしく働くことができる環境づくり 

【千早赤阪村女性の職業生活における活躍の推進に関する計画】 

人々のライフスタイルや価値観も多様化する中、性別や年齢を問わず、仕事と家事・育

児・介護等を両立できるよう、ワーク・ライフ・バランスへの理解や取り組みを促進しま

す。社会の活力の維持に向けて、地域や職場などさまざまな分野ですべての人がその能力

を最大限に発揮できるよう働きやすい環境を整備するとともに、地域や職場における女性

の参画を推進します。 

 

項目 現状値（R7） 目標値（R17） 

「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである

」という考え方に反対する割合 

（住民意識調査結果より） 

70.2％ 85.0％ 

庁内男性職員の育児休業取得率 

（取得者数/対象者数） 
100％ 100％ 

 

基本目標Ⅲ あらゆる分野における男女共同参画の推進 

すべての人が性別や立場にかかわらず、個性と能力を発揮できるよう施策や方針決定の

場において男女共同参画を進めるとともに、庁内でも率先して男女平等を推進し、職員一

人ひとりが意識を高めながら、安心して働ける環境づくりをめざします。 

 

項目 現状値（R7） 目標値（R17） 

庁内審議会等における女性委員の登用割合 19.0％ 30.0％ 

庁内の管理職における女性比率 25.0％ 38.4％ 

 

基本目標Ⅳ 多様な立場の人々が安心していきいきと暮らせる環境づくり 

暴力を許さないという意識を社会全体に根づかせ、ＤＶや性暴力、ハラスメントなどの

未然防止と早期対応を進めます。関係機関との連携を強化し、被害者が安心して支援を受

け、自立できる環境づくりをめざします。 

また、困難を抱える女性が孤立することなく必要な支援につなげられるよう、庁内連携

を強化するとともに、住民一人ひとりが生涯を通じて健康でいられるよう、男女特有の健

康課題に関する知識の普及や、自分の健康状態に応じ自己管理を行うことができるよう支

援します。 

 

項目 現状値（R7） 目標値（R17） 

ＤＶに対して相談した人の割合 

（住民意識調査結果より） 
46.4％ 75.0％ 

ＤＶに対して公的機関等に相談した人の割合 

（住民意識調査結果より） 
3.6％ 7.2％ 

女性相談支援員の配置 ０人 １人以上 
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基本目標Ⅰ 
 

誰もが多様な選択ができる 
男女共同参画社会実現 
のための意識づくり 

基本目標Ⅲ 
 

あらゆる分野における 
男女共同参画の推進 

基本目標Ⅱ 
 

性別にかかわらず自分らしく 
働くことができる環境づくり 

 
【千早赤阪村女性の職業生活にお
ける活躍の推進に関する計画】 

基本目標Ⅳ 
 

多様な立場の人々が安心して 
いきいきと暮らせる環境づくり 

 

３ 計画の体系 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 学校・園における男女平等教育の意識づくり 

多
様
な
幸
せ
（well-b
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g

）
を
実
現
で
き
る
千
早
赤
阪 

～
互
い
を
尊
重
し
、
誰
も
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自
分
ら
し
く
生
き
ら
れ
る
村
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基本理念 基本目標 基本施策 

２ 家庭や地域における男女共同参画 

１ 職業生活における活躍支援 

２ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラン
ス）の推進 

３ 男性の家事、育児、介護への主体的参画の促進 

１ 施策・方針決定の場での男女共同参画 

２ 庁内における男女共同参画の推進 

１ あらゆる暴力やセクシュアルハラスメント等 
の根絶【千早赤阪村ＤＶ対策基本計画】 

２ 様々な困難を抱える人々への支援強化 
【千早赤阪村困難な問題を抱える女性への支援に関する基本計画】 

３ 生涯を通じた男女の健康への支援 

４ 防災における男女共同参画 
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第４章 

施策の内容と具体的取り組み 

基本目標Ⅰ 誰もが多様な選択ができる男女共同参画社会 

実現のための意識づくり 

（１）学校・園における男女平等教育の意識づくり 

固定的な性別役割分担意識は、学校や家庭、地域社会など、幼少期からの長い間に

形成される傾向があります。こうした固定観念を防ぐため、幼少期から男女共同参画

意識を育てることが重要です。幼児教育や学校教育の中で、人権尊重の理念を基盤に、

男女平等の意識を育てる取り組みを進めます。また、男女共同参画の視点を踏まえた

メディア・リテラシーの向上に向けた取り組みを行います。 

 

 

具体的取り組み 

① 男女平等教育の推進 

●学校・園において男女相互の理解と協力や人権尊重についての教

育を実施する。 

教育課 

こども課 

●児童生徒一人ひとりの個性や能力を生かした進路指導を行う。 教育課 

●男女ともに家事・育児や介護等の体験ができる機会を充実する。 
教育課 

福祉課 

 

② 教職員・保護者の男女平等意識の向上 

●教職員の男女共同参画意識をさらに高めるための研修への参加を

促進するとともに、学校独自の研修を支援する。 

教育課 ●男女共同参画に根ざした家庭教育について普及、啓発を行う。 

●学校行事に父親、母親とも参加しやすい行事設定を行う。 

 

 

 

 

  ※メディア・リテラシー：情報メディアを主体的に読み解いて必要な情報を引き出し、その真偽を見抜き、活

用する能力のこと。  
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③ メディア・リテラシーの向上 

●メディア・リテラシー向上のための学習機会の充実と普及啓発を

行う。 
教育課 

●男女共同参画の視点によるメディア・リテラシーの向上を図るた

めの情報資料や図書等を充実し、利用を促進する。 
住民課 

●千早赤阪村・河南町・太子町の３町村の合同により、インターネッ

ト上における有害な投稿のモニタリングを月１回実施する。 

 

（２）家庭や地域における男女共同参画 

すべての人が社会的に構築された性別に縛られることなく、それぞれの個性や能力

を活かして「自分らしく」生きることができるよう、家庭や地域において男女共同参

画意識を高めるための啓発を行います。 

 

具体的取り組み 

①家庭や地域における男女共同参画意識の浸透 

●固定的な性別役割分担意識の解消を図るため、気づきの機会を提

供する。（千早赤阪村男女共同参画推進計画の周知） 

住民課 
●千早赤阪村・河南町・太子町の３町村合同による男女共同参画に

視点を置いた講座や講演会を年１回開催する。 

●男女共同参画についての啓発や情報提供を行う。 

 

②性の多様性に関する理解の促進 

●各種広報・情報提供にあたっては、性別による固定観念にとらわ

れない多様なイメージで表現する。 
総務政策課 

 

③男女共同参画に関する情報の収集・提供 

●村が行う調査においては、男女別や年齢別等の各種データを収集

し、施策に反映させていく。 
関係各課 

●国や府及び市町村の男女共同参画に関する情報を収集し、提供す

る。 
住民課 

●男女共同参画に関する情報資料や図書等を充実し、利用を促進す

る。 
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基本目標Ⅱ 性別にかかわらず自分らしく働くことができる 

      環境づくり 

【千早赤阪村女性の職業生活における活躍の推進に関する計画】 

（１）職業生活における活躍支援 

男女が対等な立場で働く社会をめざし、就労条件が男女平等の視点から設計される

ように、働く場での均等な機会と待遇の確保に関する周知を継続して実施します。 

 

具体的取り組み 

①就労の支援 

●就業全般に関する相談や情報提供の充実を図る。 

農林環境課 

●就労を支援する各種研修会の情報提供を行う。 

 

②雇用に関する法律等の普及 

●男女雇用機会均等法、労働基準法、パートタイム労働法等に関す

る周知・啓発を行う。 
農林環境課 

 

③起業の支援 

●起業を支援する各種研修会の情報提供を行う。 農林環境課 

 

（２）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進 

誰もが自らの希望に応じた働き方を実現することができる、働きやすい職場環境を

実現するために、ワーク・ライフ・バランスの重要性を周知するとともに、育児、介

護などの事情を抱える人々に対し、各種法制度の周知を行います。 

 

具体的取り組み 

①ワーク・ライフ・バランスの推進 

●仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）に対する認識を深

めるための啓発を行う。 
住民課 

●育児・介護休業法等ワーク・ライフ・バランスを促進する法制度の

周知・啓発を行う。 
農林環境課 
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（３）男性の家事、育児、介護への主体的参画の促進 

夫婦がともに育児について理解し、共有できる環境づくりを支援するとともに、育

児に関する様々な問題や不安を解消するため、こども家庭センターを中心とした支援

の充実を図ります。 

また、高齢者や障がいのある人には、介護や支援が必要になっても地域で安心して

生活を送ることができるように、地域全体で支える体制を構築します。 

 

具体的取り組み 

①子育て支援体制の充実 

●千早赤阪村子ども・子育て支援事業計画の推進を図る。 

こども課 

●こども家庭センターにおける子育て支援機能を充実する。 

●子育てに関する相談の充実と学習会を実施する。 

●子育て中の親の交流機会を充実する。 

●男女共同参画の視点を踏まえ、多様な保育サービスを充実する。 

●放課後児童健全育成を充実する。 

 

②介護支援体制の充実 

●千早赤阪村高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の推進を図る。 

福祉課 

●千早赤阪村障がい者計画・障がい福祉計画の推進を図る。 

●地域包括支援センターにおける介護に関する相談と学習機会を充

実する。 

●在宅介護サービスを充実するとともに、介護予防に関する普及・

啓発を行う。 

●高齢者の交流を促進するとともに、介護予防自主グループに対し、

活動の支援を行う。 
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基本目標Ⅲ あらゆる分野における男女共同参画の推進 

（１）施策・方針決定の場での男女共同参画 

すべての分野の施策や方針決定の場において、一方の性に偏ることなく、多様な意

見を反映できる仕組みを整え、男女共同参画を推進します。 

また、女性に対し、研修や講座への参加を促進することで、女性が様々な場面でリ

ーダーシップを発揮できる環境づくりを進めます。 

 

具体的取り組み 

①女性の登用を推進する環境整備 

●村職員が審議会等への女性の参画の重要性についての認識を深

め、女性の参画推進を図る。 

関係各課 ●審議会等への女性の登用を促進する。 

●コミュニティ、地域活動に関する各種団体役員等への女性の登用

と参画を促進する。 

●審議会等の女性登用率を年１回公表する。 住民課 

 

②活躍できる人材の育成 

●女性職員が管理職としての能力を向上できる研修機会の充実を図

る。 
秘書財政課 

●事業所や地域に対して、積極的改善措置（ポジティブ・アクショ

ン）や女性が指導的立場に登用されることの意義について啓発す

る。 

住民課 

 

③男女共同のまちづくりへの住民参画推進 

●さまざまな地域活動において男女が積極的に参画することを促進

する。 
関係各課 

●ボランティア活動や地域活動に積極的に参加できるように情報提

供や支援を行う。 

●男女共同参画をテーマにした講演会等の情報提供を行う。 

住民課 
●男女共同参画にかかる活動支援や住民参画事業の情報提供を行

う。 
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（２）庁内における男女共同参画の推進 

あらゆる事業を実施する際には男女共同参画の視点を取り入れることが必要です。

村職員に対しても研修等を通じて、男女共同参画の周知及び啓発を行っていきます。 

 

具体的取り組み 

①男女共同参画意識を高めるための職員研修の充実 

●男女共同参画意識を高めるための研修を充実する。 

秘書財政課 
●村職員の男女共同参画に関する研修に積極的に参加できるよう 

ｅラーニングを活用した研修を実施する。 

●村職員に向けた男女共同参画に関する情報を提供する。 住民課 
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基本目標Ⅳ 多様な立場の人々が安心していきいきと暮らせる

環境づくり 

（１）あらゆる暴力やセクシュアルハラスメント等の根絶 

【千早赤阪村ＤＶ対策基本計画】 

暴力は重大な人権侵害であり、決して容認されるべきではないものです。この認識

を社会全体に広め、すべての住民がその重要性を理解できるよう啓発に取り組みます。

特にＤＶやセクシュアルハラスメントに関して正しい理解を広めるための啓発活動を

推進するとともに、被害者の早期発見・対応を可能にする仕組みを整備します。 

 

具体的取り組み 

①あらゆる暴力を許さない体制の充実 

●あらゆる暴力を根絶するためにチラシ等を配布し、情報提供を行

う。 
住民課 

●大阪府女性相談センターや暴力に関する相談機関との連携を強化

する。 

●高齢者や障がい者への虐待の未然防止に向けて、関係機関との連

携を図りながら虐待などの予防及び早期発見などの体制を構築す

る。 

福祉課 

●要保護児童対策地域協議会等関係機関との連携を通じて、児童虐

待の防止を推進する。 
こども課 

●いじめや体罰を許さない教育環境づくりを推進するとともに、ス

クールカウンセラー等も活用し、「チーム学校」として早期発見・

早期対応を行う。 

教育課 

 

②ハラスメント等防止のための対策 

●セクシュアルハラスメント等防止のための周知・啓発を行う。 住民課 

 

③被害者の保護と支援体制の強化 

●被害者の安全を確保するため、警察や配偶者暴力支援センター（大

阪府女性相談センター・富田林子ども家庭センター）等関係機関

との連携を強化する。 

住民課 

関係各課 
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④相談体制の強化と相談窓口の周知 

●ＤＶ被害者の相談窓口の充実を行う。 

住民課 

●被害者相談窓口に関する情報を広く周知する。 

 

⑤関係機関とのネットワークづくり 

●被害者を支援するためのネットワークを整備する。 住民課 

 

⑥住民への啓発の推進 

●ＤＶについて正しい理解が得られるよう、周知・啓発を行う。 住民課 

 

⑦学校における啓発の推進 

●児童生徒に対して、ＤＶ（デートＤＶ含む）防止に向けた啓発を行

う。 
教育課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※デートＤＶ：ＤＶのうち、恋人間の暴力のことをいう。 
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（２）様々な困難を抱える人々への支援強化 

【千早赤阪村困難な問題を抱える女性への支援に関する基本計画】 

障がいのある人、高齢者、部落差別（同和問題）の当事者、在日外国人、性的マイ

ノリティなどに対する差別や社会的排除の経験に加え、性的な被害や女性特有の問題

など、様々な困難を抱える人及びそのおそれのある人の社会的・経済的な課題に対応

するため、生活の安定と経済的自立をめざした支援が必要です。日常生活における多

様な相談を受ける体制を充実するとともに、援助を必要とする人たちに対し、適切な

支援を行うとともに、すべての人が安心して暮らせるよう、人権を尊重した施策を推

進します。 

 

具体的取り組み 

①相談体制の充実 

●女性相談支援員を配置し、相談窓口を充実する。 

住民課 
●千早赤阪村・河南町・太子町の３町村の広域連携による、安心して

相談できる体制を充実する。 

●対象者の属性を問わず、包括的に相談を受け止めるため、相談支

援包括化推進員として社会福祉士を１名配置し、窓口を充実する。 
福祉課 

 

②援助を必要とする人たちへの自立支援 

●ひとり親家庭に対する支援を充実する。 こども課 

●母子保健事業を通じて、妊娠期から子育て期まで困りごとを早期

に発見する体制を充実する。 
健康課 

●自立の促進を図ることに必要な情報提供及び助言をし、関係機関

と連携・協働して一体的に切れ目のない支援を行う。 
福祉課 

 

③外国人居住者への支援 

●在住外国人からのさまざまな相談に対応する体制を構築する。 住民課 

 

④被差別マイノリティ女性支援のための意識醸成 

●様々な状況等により困難な状況に置かれていることに加え、女性

はさらに複合的に困難な状況に置かれている可能性があることに

留意した上で、人権を尊重する住民意識の醸成を図るため、周知・

啓発を行う。 

関係各課 
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（３）生涯を通じた男女の健康への支援 

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と権利）の考え方を社

会全体で広く共有するための意識啓発を進めます。男女がともに高い関心を持ち、正

確な知識や情報を得られるよう、認識を深めるための施策に取り組みます。 

また、生涯を通じて住民の健康を支えるために、思春期、妊娠・出産期、更年期、

老年期といったライフステージごとに大きく変化する健康課題に対応した支援が必要

です。ライフステージに応じた適切な健康づくりを推進し、住民が安心して心身とも

に健康に過ごせる取り組みを進めます。 

 

具体的取り組み 

①リプロダクティブ・ヘルス/ライツの理解の促進 

●教育活動全体を通じて学校における性に関する指導や相談体制の

充実に努める。 
教育課 

●互いの性を尊重する意識を育み、リプロダクティブ・ヘルス/ライ

ツに関する理解を深めるための啓発を行う。 
住民課 

 

②男女特有の健康課題に対する理解を深めるための取り組み 

●健康ちはやあかさか２１の推進を図る。 

健康課 
●各種健診やがん検診などライフステージにおける保健サービスを

充実し、利用の推進を図る。 

●健康づくりに関する活動の支援及び、生涯を通じた住民の健康に

関する相談や健康教室を充実する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※リプロダクティブ・ヘルス／ライツ：性と生殖に関わる健康と権利のこと。妊娠・出産等について、女性が

自己決定する権利のこと。 
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（４）防災における男女共同参画 

すべての住民が安全で安心できる生活を送れるよう、男女共同参画の視点を取り入

れた防災活動を積極的に推進し、地域全体の防災力を高めることをめざします。 

災害時の影響が性別によって異なることを踏まえ、避難所の運営等において女性の

視点を取り入れることが必要です。女性や子ども、高齢者など多様な立場に配慮した

避難所運営が行えるよう取り組みます。 

 

具体的取り組み 

①地域防災における男女共同参画の推進 

●男女共同参画の視点を取り入れた地域防災活動を推進する。 

自治防災課 
●女性の視点を取り入れた避難所運営マニュアルを活用し、避難所

における男女共同参画を促進する。 
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第５章 

計画の推進 

本計画は、男女共同参画に関する施策を総合的に体系化したものであり、内容が広範・

多岐にわたっています。これは、男女共同参画が住民生活のあらゆる分野にかかわってお

り、社会全般に広く存在しているということを意味するものです。したがって、この計画

を着実に推進していくためには、各課との連携・協力のもとに、全庁的な取り組みが必要

です。 

また、本計画の推進を着実なものにするためには、より一層、村、住民、事業者、教育

関係者の理解と協力のもと、計画を推進していくとともに、国・府・近隣市町との連携を

深め、施策の充実を図ります。 

 

１ 庁内推進体制の充実 

男女共同参画の推進は、行政のあらゆる分野に関わっています。本計画では特に関わり

の深い取り組みを掲載していますが、すべての職員が男女共同参画の視点をもって業務を

遂行することが重要となります。 

全庁をあげて男女共同参画を推進するため、「千早赤阪村男女共同参画社会推進本部」を

設置し、推進する上での問題や改善すべき点等を共有することで庁内推進体制の充実を図

ります。 
 

２ 住民・事業者等との連携の推進 

本村では、「千早赤阪村男女共同参画推進条例」に基づき、村、住民、事業者、教育関係

者等がそれぞれの役割を担い、連携を図りながら、計画の基本理念の達成に向けて、「ＰＤ

ＣＡサイクル」に基づいて進行状況の把握、点検を行い、「千早赤阪村人権尊重のまちづく

り審議会」において、定期的に計画の進捗状況の評価を実施するとともに、必要に応じて、

施策の見直し・改善を図ります。 

ＰＤＣＡサイクルのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

業務の実施が計画に 

沿っているかどうかを 

確認する 

従来の実績や将来の予測 

などを基にして業務計画 

を作成する 

実施が計画に沿って 

いない部分を調べて 

改善する 

計画に沿って業務を行う 

策定 

Action 
改善 

Plan 

Do Check 
実施 評価 
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資料編 

１ 社会の動向 

世界の動き    日本の動き 
・大阪府の動き 

○千早赤阪村の動き 
国際婦人年（目標：平等、発展、

平和） 

国際婦人年世界会議（メキシコシ

ティ） 

「世界行動計画」採択 

 

1975(Ｓ50)年 

 

婦人問題企画推進本部設置 

婦人問題企画推進会議開催 

 

 
 

1976(Ｓ51)年 
 

 
・女性問題担当窓口を労働部労働福祉課に

設置 

  1977(Ｓ52)年  「国内行動計画」策定 ・「大阪府婦人問題推進会議」設置 

国連第34回総会「女子差別撤廃条

約」採択 

 
1979(Ｓ54)年 

 
「女子差別撤廃条約」署名 ・「大阪府婦人問題企画推進本部」設置 

  1980(Ｓ55)年   ・企画部府民文化室に婦人政策係を設置 

 
 

1981(Ｓ56)年 
 

 
・「女性の自立と参加を進める大阪府行動計

画」を策定 

  1982(Ｓ57)年   ・企画部に「婦人政策室」を設置 

「国連婦人の十年」ナイロビ世界

会議「夫人の地位向上のためのナ

イロビ将来戦略」採択 

 

1985(Ｓ60)年 

 「男女雇用機会均等法」公布  

※1997年,2006年,2016年改正 

「女子差別撤廃条約」批准 

 

  1986(Ｓ61)年   ・「21世紀をめざす大阪府女性プラン」策定 

 
 

1987(Ｓ62)年 
 「西暦2000年に向けての新国内行動計画」策定 

「配偶者特別控除制度」創設 
 

 
 

1989(Ｈ１)年 
 セクシュアル・ハラスメントを理由とした国内

初の民事裁判 
 

 

 

1991(Ｈ３)年 

 

「育児休業法」の公布 

公務員採用試験における女子の受験制限の撤廃 

・「大阪府第3期行動計画」策定 

・審議会等への女性委員の登用目標率を

25％に改定 

・「大阪府女性基金」設置 

  1993(Ｈ５)年  中学校における家庭科の男女必修完全実施  

国際人口開発会議（カイロ）行動

計画採択 

 

1994(Ｈ６)年 

 男女共同参画室・男女共同参画審議会（政

令）・男女共同参画推進本部設置 

高等学校における家庭科の男女必修完全実施 

・「大阪府女性基金プリムラ賞」創設 

・ドーンセンター(大阪府立女性総合センタ

ー)開館 

第４回世界女性会議‐平等、開

発、平和のための行動（北京）

「北京宣言及び行動綱領」採択 

 

1995(Ｈ７)年 

 「育児休業法」を「育児休業・介護休業法」へ

改正（介護休業制度の法制化） 

※2009年,2016年,2017年,2019年,2021年に改正 

・男女協働社会の実現をめざす府民意識調

査結果報告 

  1996(Ｈ８)年  「男女共同参画2000年プラン」策定 ・大阪女子大学に女性学研究センター開設 

 

 

1997(Ｈ９)年 

 
「介護保険法」公布 

※2005年,2008年,2011年,2014年,2017年改正 

・「男女協働社会の実現をめざす大阪府第3

期行動計画（改訂）～新女と男のジャン

プ・プラン」策定 

 
 

1998(Ｈ10)年 
 

 
・「女性政策課」を「男女協働社会づくり

課」に改称 

 
 

1999(Ｈ11)年 
 

「男女共同参画社会基本法」公布、施行 
・「男女協働社会の実現をめざす府民意識調

査」発表 

国連特別総会「女性2000年会議」

（ニューヨーク） 

 
2000(Ｈ12)年 

 
「男女共同参画基本計画」閣議決定  

 

 

2001(Ｈ13)年 

 男女共同参画会議、男女共同参画局設置 

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する法律」施行  

※2004年,2007年,2013年,2014年,2019年,2023

年改正 

・大阪府男女協働社会づくり審議会答申 

・「男女協働社会づくり課」を「男女共同参

画課」に改称 

・大阪府男女共同参画計画（おおさか男女

共同参画プラン）策定 

 

 

2002(Ｈ14)年 

 

 

・「大阪府男女共同参画推進条例」施行 

○千早赤阪村男女共同参画社会研究会設置

(河南町、美原町、太子町、千早赤阪村で組

織) 

 
 

2003(Ｈ15)年 
 「少子化社会対策基本法」公布、施行 

「次世代育成支援対策推進法」公布、施行 

・「男女いきいき・大阪げんき宣言事業者顕

彰制度」創設 

国
連
婦
人
の
十
年 
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世界の動き    日本の動き 
・大阪府の動き 

○千早赤阪村の動き 

国連「北京＋10」閣僚級会合（ニ

ューヨーク） 

 

2005(Ｈ17)年 

 

「男女共同参画基本計画（第２次）」閣議決定 

・「大阪府配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護に関する基本計画」策定 

○千早赤阪村男女共同参画社会推進本部設

置 

○千早赤阪村男女共同参画推進計画策定懇

話会設置 

○「千早赤阪村男女共同参画に関する住民

意識調査」実施 

  2006(Ｈ18)年    

 

 

2007(Ｈ19)年 

 「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラン

ス）憲章」及び「仕事と生活の調和推進のため

の行動指針」策定  

※2010年改定 

 

 

 

2008(Ｈ20)年 

 

 

・「大阪府における男女共同参画施策の検

証・評価システムのあり方について」答

申 

 

 

2009(Ｈ21)年 

 

 

・「大阪府配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護に関する基本計画」の改定 

・「男女共同参画に関する府民意識調査」実

施 

国連「北京＋15」記念会合（ニュ

ーヨーク） 

 
2010(Ｈ22)年 

 
「第３次男女共同参画基本計画」閣議決定  

ＵＮ Women正式発足 
 

2011(Ｈ23)年 
 

 
・「大阪府男女共同参画計画（おおさか男女

共同参画プラン）（改訂版）策定 

 

 

2012(Ｈ24)年 

 
「「女性の活躍促進による経済活性化」行動計

画」策定 

・2016年配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護に関する基本計画」の改定

（2012～2016） 

国連「北京+20」記念会合（第59

回国連女性の地位委員会（ニュー

ヨーク）） 

「持続可能な開発のための2030ア

ジェンダ」（ＳＤＧｓ）採択＊ 

 

2015(Ｈ27)年 

 
「女性の職業生活における活躍の推進に関する

法律」公布 

※2019年改正 

「第４次男女共同参画基本計画」閣議決定 

○千早赤阪村男女共同参画推進計画策定懇

話会設置 

○「千早赤阪村男女共同参画に関する住民

意識調査」実施 

Ｇ７伊勢・志摩サミット「女性の

能力階下のためのＧ７行動指針」

及び「女性の理系キャリア促進の

ためのイニシアティブ（ＷＩＮＤ

Ｓ）」に合意 

 

2016(Ｈ28)年 

 

「女性の職業生活における活躍の推進に関する

法律」完全施行 

※2022年改正 

・「大阪府男女共同参画計画（おおさか男女

共同参画プラン）（2016－2020）策定 

○「第２期千早赤阪村男女共同参画推進計

画」策定 

○千早赤阪村男女共同参画推進条例制定 

  

2018(Ｈ30)年 

 「政治分野における男女共同参画の推進に関す

る法律」公布、施行 

※2021年改正 

「民法」改正（女性の婚姻開始年齢を18歳に引

き上げ） 

※2022年施行 

 

Ｗ20日本開催（第５回ＷＡＷ！と

同時開催） 

 
2019(Ｒ１)年 

 
  

国連「北京＋25」記念会合（ニュ

ーヨーク） 

 
2020(Ｒ２)年 

 「第５次男女共同参画基本計画」閣議決定 

※2023年一部変更 
 

 
 

2021(Ｒ３)年 
 

 
・「大阪府男女共同参画計画（おおさか男女

共同参画プラン）（2021－2025）策定 

 
 

2022(Ｒ４)年 
 「困難な問題を抱える女性への支援に関する法

律」成立 
 

 

 

2023(Ｒ５)年 

 「性的指向及びジェンダーアイデンティティの

多様性に関する国民の理解の増進に関する法

律」公布、施行 

 

 

 

2024(Ｒ６)年 

 
「困難な問題を抱える女性への支援に関する法

律」施行 

・「大阪府困難な問題を抱える女性への支援

のための施策の実施に関する基本的な計

画（2024-2026）策定 

＊目標５：ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う 
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２ 男女共同参画社会基本法 

平成11年６月23日法律第78号 

最終改正：令和７年６月27日法律第80号 

 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条－第 12条） 

第２章 男女共同参画社会の形成の促進に 

関する基本的施策（第 13 条－第 20 条） 

第３章 男女共同参画会議（第 21 条－第 28 

条） 

附則 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊

重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実

現に向けた様々な取組が、国際社会における

取組みとも連動しつつ、着実に進められてき

たが、なお一層の努力が必要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の

成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化

に対応していく上で、男女が、互いにその人

権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にか

かわりなく、その個性と能力を十分に発揮す

ることができる男女共同参画社会の実現は、

緊要な課題となっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画

社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定

する最重要課題と位置付け、社会のあらゆる

分野において、男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策の推進を図っていくことが重

要である。ここに、男女共同参画社会の形成

についての基本理念を明らかにしてその方向

性を示し、将来に向かって国、地方公共団体

及び国民の男女共同参画社会の形成に関する

取組を総合的かつ計画的に推進するため、こ

の法律を制定する。 

 

第一章総則 

（目的） 

第一条 この法律は、男女の人権が尊重さ

れ、かつ、社会経済情勢の変化に対応でき

る豊かで活力ある社会を実現することの緊

要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成

に関し、基本理念を定め、並びに国、地方

公共団体及び国民の責務を明らかにすると

ともに、男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策の基本となる事項を定めること

により、男女共同参画社会の形成を総合的

かつ計画的に推進することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

一 男女共同参画社会の形成男女が、社会の

対等な構成員として、自らの意志によって

社会のあらゆる分野における活動に参画す

る機会が確保され、もって男女が均等に政

治的、経済的、社会的及び文化的利益を享

受することができ、かつ、共に責任を担う

べき社会を形成することをいう。 

二 積極的改善措置前号に規定する機会に係

る男女間の格差を改善するため必要な範囲

内において、男女のいずれか一方に対し、

当該機会を積極的に提供することをいう。 

（男女の人権の尊重） 

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の

個人としての尊厳が重んぜられること、男

女が性別による差別的取扱いを受けないこ

と、男女が個人として能力を発揮する機会

が確保されることその他の男女の人権が尊

重されることを旨として、行わなければな

らない。 

（社会における制度又は慣行についての配

慮） 

第四条 男女共同参画社会の形成に当たって

は、社会における制度又は慣行が、性別に

よる固定的な役割分担等を反映して、男女

の社会における活動の選択に対して中立で

ない影響を及ぼすことにより、男女共同参

画社会の形成を阻害する要因となるおそれ

があることにかんがみ、社会における制度

又は慣行が男女の社会における活動の選択

に対して及ぼす影響をできる限り中立なも
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のとするように配慮されなければならな

い。 

 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、

社会の対等な構成員として、国若しくは地

方公共団体における政策又は民間の団体に

おける方針の立案及び決定に共同して参画

する機会が確保されることを旨として、行

わなければならない。 

（家庭生活における活動と他の活動の両

立） 

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を

構成する男女が、相互の協力と社会の支援

の下に、子の養育、家族の介護その他の家

庭生活における活動について家族の一員と

しての役割を円滑に果たし、かつ、当該活

動以外の活動を行うことができるようにす

ることを旨として、行われなければならな

い。 

（国際的協調） 

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国

際社会における取組と密接な関係を有して

いることにかんがみ、男女共同参画社会の

形成は、国際的協調の下に行われなければ

ならない。 

（国の責務） 

第八条 国は、第三条から前条までに定める

男女協同参画社会の形成についての基本理

念（以下「基本理念」という。）にのっと

り、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策（積極的改善措置を含む。以下同

じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務

を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっと

り、男女共同参画社会の形成の促進に関

し、国の施策に準じた施策及びその他のそ

の地方公共団体の区域の特性に応じた施策

を策定し、及び実施する責務を有する。（国

民の責務） 

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭そ

の他の社会のあらゆる分野において、基本

理念にのっとり、男女共同参画社会の形成

に寄与するように努めなければならない。

（法制上の措置等） 

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策を実施するため必要な

法制上又は財政上の措置その他の措置を講

じなければならない。 

（年次報告等） 

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同

参画社会の形成の状況及び政府が講じた男

女共同参画社会の形成の促進に関する施策

についての報告を提出しなければならな

い。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共

同参画社会の形成の状況を考慮して講じよ

うとする男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策を明らかにした文書を作成し、

これを国会に提出しなければならない。 

 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関 

する基本的施策 

（男女共同参画基本計画） 

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策の総合的かつ計画的な

推進を図るため、男女共同参画社会の形成

の促進に関する基本的な計画（以下「男女

共同参画基本計画」という。）を定めなけれ

ばならない。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事

項について定めるものとする。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策の

大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策を総

合的かつ計画的に推進するために必要

な事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意

見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を

作成し、閣議の決定を求めなければならな

い。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議

の決定があったときは、遅滞なく男女共同

参画基本計画を公表しなければならない。 

５ 前二項の規定は、男女共同参画基本計画

の変更について準用する。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計

画を勘案して、当該都道府県の区域におけ

る男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策についての基本的な計画（以下「都道

府県男女共同参画計画」という。）を定めな

ければならない。 
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２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げ

る事項について定めるものとする。 

一 都道府県の区域において総合的かつ長期

的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区

域における男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策を総合的かつ計画的に推進す

るために必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都

道府県男女共同参画計画を勘案して、当該

市町村の区域における男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策についての基本的

な計画（以下「市町村男女共同参画計画」

という。）を定めるように努めなければなら

ない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共

同参画計画又は市町村男女共同参画計画を

定め、又は変更したときは、遅滞なく、こ

れを公表しなければならない。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同

参画社会の形成に影響を及ぼすと認められ

る施策を策定し、及び実施するに当たって

は、男女共同参画社会の形成に配慮しなけ

ればならない。 

（国民の理解を深めるための措置） 

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動

等を通じて、基本理念に関する国民の理解

を深めるよう適切な措置を講じなければな

らない。 

（苦情の処理等） 

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策又は男女

共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認め

られる施策についての苦情の処理のために

必要な措置及び性別による差別的取扱いそ

の他の男女共同参画社会の形成を阻害する

要因によって人権が侵害された場合におけ

る被害者の救済を図るために必要な措置を

講じなければならない。 

（連携及び協働の促進） 

第十八条 国及び地方公共団体は、国、地方

公共団体、男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策に関する活動を行う民間の団

体その他の関係者が相互に連携と協働を図

ることにより男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策の効果的な推進が図られる

ことに鑑み、これらの者の間における協議

の促進その他の関係者相互間の連携と協働

を促進するために必要な施策を講ずるよう

に努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、前項の関係者相互間の

連携と協働を促進するために必要な施策を

推進するための拠点としての機能を担う体

制を、単独で又は共同して、確保するよう

に努めるものとする。 

（人材の確保等） 

第十八条の二 国及び地方公共団体は、男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策の

策定及び実施に関する業務並びに民間の団

体が行う男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策に関する活動に従事する人材の

確保、養成及び資質の向上に必要な施策を

講ずるように努めるものとする。 

（調査研究） 

第十八条の三 国は、社会における制度又は

慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影

響に関する調査研究その他の国及び地方公

共団体の男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策の策定及び実施に資する調査研

究を促進するように努めるものとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支

援） 

第十九条 国は、前三条に定めるもののほ

か、地方公共団体が実施する男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策及び民間の

団体が行う男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策に関する活動を支援するた

め、助言、情報の提供その他の必要な措置

を講ずるように努めるものとする。 

（国際的協調のための措置） 

第二十条 国は、男女共同参画社会の形成を

国際的協調の下に促進するため、外国政府

又は国際機関との情報の交換その他男女共

同参画社会の形成に関する国際的な相互協

力の円滑な推進を図るために必要な措置を

講ずるように努めるものとする。 

 

第三章男女共同参画会議 

附則（略） 
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３ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 

 

平成13年４月13日法律第31号 

最終改正：令和７年12月10日法律第84号 

 

目次 

前文 

第一章 総則（第一条・第二条） 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計

画等（第二条の二・第二条の三） 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等（第

三条―第五条の四） 

第三章 被害者の保護（第六条―第九条の二） 

第四章 保護命令（第十条―第二十二条） 

第五章 雑則（第二十三条―第二十八条） 

第五章の二 補則（第二十八条の二） 

第六章 罰則（第二十九条―第三十一条） 

附則 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重

と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女

平等の実現に向けた取組が行われている。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる

行為をも含む重大な人権侵害であるにもかか

わらず、被害者の救済が必ずしも十分に行われ

てこなかった。また、配偶者からの暴力の被害

者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困

難である女性に対して配偶者が暴力を加える

ことは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の

妨げとなっている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女

平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力

を防止し、被害者を保護するための施策を講ず

ることが必要である。このことは、女性に対す

る暴力を根絶しようと努めている国際社会に

おける取組にも沿うものである。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、

保護、自立支援等の体制を整備することにより、

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を

図るため、この法律を制定する。 

第一章 総則 

（定義） 

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」

とは、配偶者からの身体に対する暴力（身体

に対する不法な攻撃であって生命又は身体

に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）又は

これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言

動（以下この項及び第二十八条の二において

「身体に対する暴力等」と総称する。）をいい、

配偶者からの身体に対する暴力等を受けた

後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取

り消された場合にあっては、当該配偶者であ

った者から引き続き受ける身体に対する暴

力等を含むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者

からの暴力を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届

出をしていないが事実上婚姻関係と同様の

事情にある者を含み、「離婚」には、婚姻の届

出をしていないが事実上婚姻関係と同様の

事情にあった者が、事実上離婚したと同様の

事情に入ることを含むものとする。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの

暴力を防止するとともに、被害者の保護（被

害者の自立を支援することを含む。以下同

じ。）を図る責務を有する。 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画

等 

（基本方針） 

第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、

法務大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び

次条第五項において「主務大臣」という。）は、

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

のための施策に関する基本的な方針（以下こ

の条並びに次条第一項及び第三項において

「基本方針」という。）を定めなければならな

い。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につ

き、次条第一項の都道府県基本計画及び同条

第三項の市町村基本計画の指針となるべき

ものを定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護に関する基本的な事項 
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二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護のための施策の内容に関する事項 

三 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護のための施策を実施するために必要な国、

地方公共団体及び民間の団体の連携及び協

力に関する事項 

四 前三号に掲げるもののほか、配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護のための施策

に関する重要事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを

変更しようとするときは、あらかじめ、関係

行政機関の長に協議しなければならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを

変更したときは、遅滞なく、これを公表しな

ければならない。 

（都道府県基本計画等） 

第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、

当該都道府県における配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護のための施策の実施

に関する基本的な計画（以下この条において

「都道府県基本計画」という。）を定めなけれ

ばならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる

事項を定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護に関する基本的な方針 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護のための施策の実施内容に関する事項 

三 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護のための施策を実施するために必要な当

該都道府県、関係地方公共団体及び民間の団

体の連携及び協力に関する事項 

四 前三号に掲げるもののほか、配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護のための施策

の実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基

本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘

案して、当該市町村における配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護のための施策の

実施に関する基本的な計画（以下この条にお

いて「市町村基本計画」という。）を定めるよ

う努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画

又は市町村基本計画を定め、又は変更したと

きは、遅滞なく、これを公表しなければなら

ない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、

都道府県基本計画又は市町村基本計画の作

成のために必要な助言その他の援助を行う

よう努めなければならない。 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する

女性相談支援センターその他の適切な施設

において、当該各施設が配偶者暴力相談支援

センターとしての機能を果たすようにする

ものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施

設において、当該各施設が配偶者暴力相談支

援センターとしての機能を果たすようにす

るよう努めるものとする。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護のため、次

に掲げる業務を行うものとする。 

一 被害者に関する各般の問題について、相談

に応ずること又は女性相談支援員若しくは

相談を行う機関を紹介すること。 

二 被害者の心身の健康を回復させるため、医

学的又は心理学的な指導その他の必要な指

導を行うこと。 

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合

にあっては、被害者及びその同伴する家族。

次号、第六号、第五条、第八条の三及び第九

条において同じ。）の緊急時における安全の

確保及び一時保護を行うこと。 

四 被害者が自立して生活することを促進す

るため、就業の促進、住宅の確保、援護等に

関する制度の利用等について、情報の提供、

助言、関係機関との連絡調整その他の援助を

行うこと。 

五 第四章に定める保護命令の制度の利用に

ついて、情報の提供、助言、関係機関への連

絡その他の援助を行うこと。 

六 被害者を居住させ保護する施設の利用に

ついて、情報の提供、助言、関係機関との連

絡調整その他の援助を行うこと。 

４ 前項第三号の一時保護は、女性相談支援セ

ンターが、自ら行い、又は厚生労働大臣が定

める基準を満たす者に委託して行うものと

する。 

５ 前項の規定による委託を受けた者若しく

はその役員若しくは職員又はこれらの者で

あった者は、正当な理由がなく、その委託を

受けた業務に関して知り得た秘密を漏らし

てはならない。 
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６ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務

を行うに当たっては、必要に応じ、配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護を図るた

めの活動を行う民間の団体との連携に努め

るものとする。 

（女性相談支援員による相談等） 

第四条 女性相談支援員は、被害者の相談に応

じ、必要な援助を行うことができる。 

（女性自立支援施設における保護） 

第五条 都道府県は、女性自立支援施設におい

て被害者の保護を行うことができる。 

（協議会） 

第五条の二 都道府県は、単独で又は共同して、

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

を図るため、関係機関、関係団体、配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護に関連す

る職務に従事する者その他の関係者（第五項

において「関係機関等」という。）により構成

される協議会（以下「協議会」という。）を組

織するよう努めなければならない。 

２ 市町村は、単独で又は共同して、協議会を

組織することができる。 

３ 協議会は、被害者に関する情報その他被害

者の保護を図るために必要な情報の交換を

行うとともに、被害者に対する支援の内容に

関する協議を行うものとする。 

４ 協議会が組織されたときは、当該地方公共

団体は、内閣府令で定めるところにより、そ

の旨を公表しなければならない。 

５ 協議会は、第三項に規定する情報の交換及

び協議を行うため必要があると認めるとき

は、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、

意見の開陳その他必要な協力を求めること

ができる。 

（秘密保持義務） 

第五条の三 協議会の事務に従事する者又は

従事していた者は、正当な理由がなく、協議

会の事務に関して知り得た秘密を漏らして

はならない。 

（協議会の定める事項） 

第五条の四 前二条に定めるもののほか、協議

会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議

会が定める。 

第三章 被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者

であった者からの身体に対する暴力に限る。

以下この章において同じ。）を受けている者

を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支

援センター又は警察官に通報するよう努め

なければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行

うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷

し又は疾病にかかったと認められる者を発

見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援

センター又は警察官に通報することができ

る。この場合において、その者の意思を尊重

するよう努めるものとする。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密

漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法

律の規定は、前二項の規定により通報するこ

とを妨げるものと解釈してはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行

うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷

し又は疾病にかかったと認められる者を発

見したときは、その者に対し、配偶者暴力相

談支援センター等の利用について、その有す

る情報を提供するよう努めなければならな

い。 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護

についての説明等） 

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害

者に関する通報又は相談を受けた場合には、

必要に応じ、被害者に対し、第三条第三項の

規定により配偶者暴力相談支援センターが

行う業務の内容について説明及び助言を行

うとともに、必要な保護を受けることを勧奨

するものとする。 

（警察官による被害の防止） 

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの

暴力が行われていると認めるときは、警察法

（昭和二十九年法律第百六十二号）、警察官

職務執行法（昭和二十三年法律第百三十六号）

その他の法令の定めるところにより、暴力の

制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴

力による被害の発生を防止するために必要

な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（警察本部長等の援助） 

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本

部長（道警察本部の所在地を包括する方面を

除く方面については、方面本部長。第十五条

第三項において同じ。）又は警察署長は、配偶

者からの暴力を受けている者から、配偶者か

らの暴力による被害を自ら防止するための

援助を受けたい旨の申出があり、その申出を

相当と認めるときは、当該配偶者からの暴力
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を受けている者に対し、国家公安委員会規則

で定めるところにより、当該被害を自ら防止

するための措置の教示その他配偶者からの

暴力による被害の発生を防止するために必

要な援助を行うものとする。 

（福祉事務所による自立支援） 

第八条の三 社会福祉法（昭和二十六年法律第

四十五号）に定める福祉に関する事務所（次

条において「福祉事務所」という。）は、生活

保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）、児

童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）、

母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九

年法律第百二十九号）その他の法令の定める

ところにより、被害者の自立を支援するため

に必要な措置を講ずるよう努めなければな

らない。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協

力） 

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府

県警察、福祉事務所、児童相談所その他の都

道府県又は市町村の関係機関その他の関係

機関は、被害者の保護を行うに当たっては、

その適切な保護が行われるよう、相互に連携

を図りながら協力するよう努めるものとす

る。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護

に係る職員の職務の執行に関して被害者か

ら苦情の申出を受けたときは、適切かつ迅速

にこれを処理するよう努めるものとする。 

第四章 保護命令 

（接近禁止命令等） 

第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴

力又は生命、身体、自由、名誉若しくは財産

に対し害を加える旨を告知してする脅迫（以

下この章において「身体に対する暴力等」と

いう。）を受けた者に限る。以下この条並びに

第十二条第一項第三号及び第四号において

同じ。）が、配偶者（配偶者からの身体に対す

る暴力等を受けた後に、被害者が離婚をし、

又はその婚姻が取り消された場合にあって

は、当該配偶者であった者。以下この条及び

第十二条第一項第二号から第四号までにお

いて同じ。）からの更なる身体に対する暴力

等により、その生命又は心身に重大な危害を

受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被

害者の申立てにより、当該配偶者に対し、命

令の効力が生じた日から起算して一年間、被

害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠と

している住居を除く。以下この項において同

じ。）その他の場所において被害者の身辺に

つきまとい、又は被害者の住居、勤務先その

他その通常所在する場所の付近をはいかい

してはならないことを命ずるものとする。 

２ 前項の場合において、同項の規定による命

令（以下「接近禁止命令」という。）を発する

裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立て

により、当該配偶者に対し、命令の効力が生

じた日以後、接近禁止命令の効力が生じた日

から起算して一年を経過する日までの間、被

害者に対して次に掲げる行為をしてはなら

ないことを命ずるものとする。 

一 面会を要求すること。 

二 その行動を監視していると思わせるよう

な事項を告げ、又はその知り得る状態に置く

こと。 

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを

得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、

文書を送付し、通信文その他の情報（電気通

信（電気通信事業法（昭和五十九年法律第八

十六号）第二条第一号に規定する電気通信を

いう。以下この号及び第六項第一号において

同じ。）の送信元、送信先、通信日時その他の

電気通信を行うために必要な情報を含む。以

下この条において「通信文等」という。）をフ

ァクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電

子メールの送信等をすること。 

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時か

ら午前六時までの間に、電話をかけ、通信文

等をファクシミリ装置を用いて送信し、又は

電子メールの送信等をすること。 

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は

嫌悪の情を催させるような物を送付し、又は

その知り得る状態に置くこと。 

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知

り得る状態に置くこと。 

八 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若し

くはその知り得る状態に置き、その性的羞恥

心を害する文書、図画、電磁的記録（電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られる記

録であって、電子計算機による情報処理の用

に供されるものをいう。以下この号において

同じ。）に係る記録媒体その他の物を送付し、

若しくはその知り得る状態に置き、又はその
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性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記

録を送信し、若しくはその知り得る状態に置

くこと。 

九 その承諾を得ないで、その所持する位置

情報記録・送信装置（当該装置の位置に係

る位置情報（地理空間情報活用推進基本法

（平成十九年法律第六十三号）第二条第一

項第一号に規定する位置情報をいう。以下

この号及び次号において同じ。）を記録し、

又は送信する機能を有する装置で政令で定

めるものをいう。以下この項において同

じ。）（第十一号に規定する行為がされた位

置情報記録・送信装置を含む。）により記録

され、又は送信される当該位置情報記録・

送信装置の位置に係る位置情報を政令で定

める方法により取得すること。 

十 その承諾を得ないで、その所持する位置特

定用識別情報送信装置（当該装置を識別する

情報を送信する機能を有し、当該装置の周辺

において当該情報を受信した識別情報送受

信装置（位置情報記録・送信装置その他の装

置であって、当該情報を受信し、及び送信す

る機能を有するものをいう。）の位置に係る

位置情報を利用して、その所在する地点又は

区域の位置を特定するために用いられる装

置をいう。以下この号及び次号において同

じ。）（同号に規定する行為がされた位置特定

用識別情報送信装置を含む。）の位置に係る

位置情報を取得すること。 

十一 その承諾を得ないで、その所持する物に

位置情報記録・送信装置又は位置特定用識別

情報送信装置（以下この号において「位置情

報記録・送信装置等」という。）を取り付ける

こと、位置情報記録・送信装置等を取り付け

た物を交付することその他その移動に伴い

位置情報記録・送信装置等を移動し得る状態

にする行為として政令で定める行為をする

こと。 

３ 第一項の場合において、被害者がその成年

に達しない子（以下この項及び次項並びに第

十二条第一項第三号において単に「子」とい

う。）と同居しているときであって、配偶者が

幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を

行っていることその他の事情があることか

ら被害者がその同居している子に関して配

偶者と面会することを余儀なくされること

を防止するため必要があると認めるときは、

接近禁止命令を発する裁判所又は発した裁

判所は、被害者の申立てにより、当該配偶者

に対し、命令の効力が生じた日以後、接近禁

止命令の効力が生じた日から起算して一年

を経過する日までの間、当該子の住居（当該

配偶者と共に生活の本拠としている住居を

除く。以下この項において同じ。）、就学する

学校その他の場所において当該子の身辺に

つきまとい、又は当該子の住居、就学する学

校その他その通常所在する場所の付近をは

いかいしてはならないこと及び当該子に対

して前項第二号から第十一号までに掲げる

行為（同項第五号に掲げる行為にあっては、

電話をかけること及び通信文等をファクシ

ミリ装置を用いて送信することに限る。）を

してはならないことを命ずるものとする。た

だし、当該子が十五歳以上であるときは、そ

の同意がある場合に限る。 

４ 第一項の場合において、配偶者が被害者の

親族その他被害者と社会生活において密接

な関係を有する者（被害者と同居している子

及び配偶者と同居している者を除く。以下こ

の項及び次項並びに第十二条第一項第四号

において「親族等」という。）の住居に押し掛

けて著しく粗野又は乱暴な言動を行ってい

ることその他の事情があることから被害者

がその親族等に関して配偶者と面会するこ

とを余儀なくされることを防止するため必

要があると認めるときは、接近禁止命令を発

する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申

立てにより、当該配偶者に対し、命令の効力

が生じた日以後、接近禁止命令の効力が生じ

た日から起算して一年を経過する日までの

間、当該親族等の住居（当該配偶者と共に生

活の本拠としている住居を除く。以下この項

において同じ。）その他の場所において当該

親族等の身辺につきまとい、又は当該親族等

の住居、勤務先その他その通常所在する場所

の付近をはいかいしてはならないことを命

ずるものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の十

五歳未満の子を除く。以下この項において同

じ。）の同意（当該親族等が十五歳未満の者又

は成年被後見人である場合にあっては、その

法定代理人の同意）がある場合に限り、する

ことができる。 

６ 第二項第四号及び第五号の「電子メールの

送信等」とは、次の各号のいずれかに掲げる

行為（電話をかけること及び通信文等をファ
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クシミリ装置を用いて送信することを除く。）

をいう。 

一 電子メール（特定電子メールの送信の適正

化等に関する法律（平成十四年法律第二十六

号）第二条第一号に規定する電子メールをい

う。）その他のその受信をする者を特定して

情報を伝達するために用いられる電気通信

の送信を行うこと。 

二 前号に掲げるもののほか、電子情報処理組

織を使用する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法であって、内閣府令で定める

ものを用いて通信文等の送信を行うこと。 

（退去等命令） 

第十条の二 被害者（配偶者からの身体に対す

る暴力又は生命等に対する脅迫（被害者の生

命又は身体に対し害を加える旨を告知して

する脅迫をいう。以下この章において同じ。）

を受けた者に限る。以下この条及び第十八条

第一項において同じ。）が、配偶者（配偶者か

らの身体に対する暴力又は生命等に対する

脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又は

その婚姻が取り消された場合にあっては、当

該配偶者であった者。以下この条、第十二条

第二項第二号及び第十八条第一項において

同じ。）から更に身体に対する暴力を受ける

ことにより、その生命又は身体に重大な危害

を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、

被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、

命令の効力が生じた日から起算して二月間

（被害者及び当該配偶者が生活の本拠とし

て使用する建物又は区分建物（不動産登記法

（平成十六年法律第百二十三号）第二条第二

十二号に規定する区分建物をいう。）の所有

者又は賃借人が被害者のみである場合にお

いて、被害者の申立てがあったときは、六月

間）、被害者と共に生活の本拠としている住

居から退去すること及び当該住居の付近を

はいかいしてはならないことを命ずるもの

とする。ただし、申立ての時において被害者

及び当該配偶者が生活の本拠を共にする場

合に限る。 

（管轄裁判所） 

第十一条 接近禁止命令及び前条の規定によ

る命令（以下「退去等命令」という。）の申立

てに係る事件は、相手方の住所（日本国内に

住所がないとき又は住所が知れないときは

居所）の所在地を管轄する地方裁判所の管轄

に属する。 

２ 接近禁止命令の申立ては、次の各号に掲げ

る地を管轄する地方裁判所にもすることが

できる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対

する暴力等が行われた地 

３ 退去等命令の申立ては、次の各号に掲げる

地を管轄する地方裁判所にもすることがで

きる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対

する暴力又は生命等に対する脅迫が行われ

た地 

（接近禁止命令等の申立て等） 

第十二条 接近禁止命令及び第十条第二項か

ら第四項までの規定による命令の申立ては、

次に掲げる事項を記載した書面でしなけれ

ばならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力等を受け

た状況（当該身体に対する暴力等を受けた後

に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り

消された場合であって、当該配偶者であった

者からの身体に対する暴力等を受けたとき

にあっては、当該配偶者であった者からの身

体に対する暴力等を受けた状況を含む。） 

二 前号に掲げるもののほか、配偶者からの更

なる身体に対する暴力等により、生命又は心

身に重大な危害を受けるおそれが大きいと

認めるに足りる申立ての時における事情 

三 第十条第三項の規定による命令（以下この

号並びに第十七条第三項及び第四項におい

て「三項命令」という。）の申立てをする場合

にあっては、被害者が当該同居している子に

関して配偶者と面会することを余儀なくさ

れることを防止するため当該三項命令を発

する必要があると認めるに足りる申立ての

時における事情 

四 第十条第四項の規定による命令の申立て

をする場合にあっては、被害者が当該親族等

に関して配偶者と面会することを余儀なく

されることを防止するため当該命令を発す

る必要があると認めるに足りる申立ての時

における事情 

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は

警察職員に対し、前各号に掲げる事項につい

て相談し、又は援助若しくは保護を求めた事

実の有無及びその事実があるときは、次に掲

げる事項 
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イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当

該警察 職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日

時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた

措置の内容 

２ 退去等命令の申立ては、次に掲げる事項を

記載した書面でしなければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命

等に対する脅迫を受けた状況（当該身体に対

する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた

後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取

り消された場合であって、当該配偶者であっ

た者からの身体に対する暴力又は生命等に

対する脅迫を受けたときにあっては、当該配

偶者であった者からの身体に対する暴力又

は生命等に対する脅迫を受けた状況を含む。） 

二 前号に掲げるもののほか、配偶者から更に

身体に対する暴力を受けることにより、生命

又は身体に重大な危害を受けるおそれが大

きいと認めるに足りる申立ての時における

事情 

三 配偶者暴力相談支援センターの職員又は

警察職員に対し、前二号に掲げる事項につい

て相談し、又は援助若しくは保護を求めた事

実の有無及びその事実があるときは、次に掲

げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当

該警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日

時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた

措置の内容 

３ 前二項の書面（以下「申立書」という。）に

第一項第五号イからニまで又は前項第三号

イからニまでに掲げる事項の記載がない場

合には、申立書には、第一項第一号から第四

号まで又は前項第一号及び第二号に掲げる

事項についての申立人の供述を記載し、又は

記録した書面又は電磁的記録で公証人法（明

治四十一年法律第五十三号）第五十三条第一

項又は第五十九条第三項の認証を受けたも

のを添付しなければならない。 

（迅速な裁判） 

第十三条 裁判所は、接近禁止命令、第十条第

二項から第四項までの規定による命令及び

退去等命令（以下「保護命令」という。）の申

立てに係る事件については、速やかに裁判を

するものとする。 

（保護命令事件の審理の方法） 

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が

立ち会うことができる審尋の期日を経なけ

れば、これを発することができない。ただし、

その期日を経ることにより保護命令の申立

ての目的を達することができない事情があ

るときは、この限りでない。 

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニ

まで又は同条第二項第三号イからニまでに

掲げる事項の記載がある場合には、裁判所は、

当該配偶者暴力相談支援センター又は当該

所属官署の長に対し、申立人が相談し、又は

援助若しくは保護を求めた際の状況及びこ

れに対して執られた措置の内容を記載した

書面の提出を求めるものとする。この場合に

おいて、当該配偶者暴力相談支援センター又

は当該所属官署の長は、これに速やかに応ず

るものとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、

前項の配偶者暴力相談支援センター若しく

は所属官署の長又は申立人から相談を受け、

若しくは援助若しくは保護を求められた職

員に対し、同項の規定により書面の提出を求

めた事項に関して更に説明を求めることが

できる。 

（期日の呼出し） 

第十四条の二 保護命令に関する手続におけ

る期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件

について出頭した者に対する期日の告知そ

の他相当と認める方法によってする。 

２ 呼出状の送達及び当該事件について出頭

した者に対する期日の告知以外の方法によ

る期日の呼出しをしたときは、期日に出頭し

ない者に対し、法律上の制裁その他期日の不

遵守による不利益を帰することができない。

ただし、その者が期日の呼出しを受けた旨を

記載した書面を提出したときは、この限りで

ない。 

（公示送達の方法） 

第十四条の三 保護命令に関する手続におけ

る公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書

類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に

交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示して

する。 

（電子情報処理組織による申立て等） 
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第十四条の四 保護命令に関する手続におけ

る申立てその他の申述（以下この条において

「申立て等」という。）のうち、当該申立て等

に関するこの法律その他の法令の規定によ

り書面等（書面、書類、文書、謄本、抄本、

正本、副本、複本その他文字、図形等人の知

覚によって認識することができる情報が記

載された紙その他の有体物をいう。次項及び

第四項において同じ。）をもってするものと

されているものであって、最高裁判所の定め

る裁判所に対してするもの（当該裁判所の裁

判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書

記官に対してするものを含む。）については、

当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規

則で定めるところにより、電子情報処理組織

（裁判所の使用に係る電子計算機（入出力装

置を含む。以下この項及び第三項において同

じ。）と申立て等をする者の使用に係る電子

計算機とを電気通信回線で接続した電子情

報処理組織をいう。）を用いてすることがで

きる。 

２ 前項の規定によりされた申立て等につい

ては、当該申立て等を書面等をもってするも

のとして規定した申立て等に関する法令の

規定に規定する書面等をもってされたもの

とみなして、当該申立て等に関する法令の規

定を適用する。 

３ 第一項の規定によりされた申立て等は、同

項の裁判所の使用に係る電子計算機に備え

られたファイルへの記録がされた時に、当該

裁判所に到達したものとみなす。 

４ 第一項の場合において、当該申立て等に関

する他の法令の規定により署名等（署名、記

名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載

することをいう。以下この項において同じ。）

をすることとされているものについては、当

該申立て等をする者は、当該法令の規定にか

かわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所

規則で定めるところにより、氏名又は名称を

明らかにする措置を講じなければならない。 

５ 第一項の規定によりされた申立て等が第

三項に規定するファイルに記録されたとき

は、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録

された情報の内容を書面に出力しなければ

ならない。 

６ 第一項の規定によりされた申立て等に係

るこの法律その他の法令の規定による事件

の記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄

本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもっ

てするものとする。当該申立て等に係る書類

の送達又は送付も、同様とする。 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第十五条 保護命令の申立てについての決定

には、理由を付さなければならない。ただし、

口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理

由の要旨を示せば足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達

又は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審

尋の期日における言渡しによって、その効力

を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、

速やかにその旨及びその内容を申立人の住

所又は居所を管轄する警視総監又は道府県

警察本部長に通知するものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が

配偶者暴力相談支援センターの職員に対し

相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実

があり、かつ、申立書に当該事実に係る第十

二条第一項第五号イからニまで又は同条第

二項第三号イからニまでに掲げる事項の記

載があるときは、裁判所書記官は、速やかに、

保護命令を発した旨及びその内容を、当該申

立書に名称が記載された配偶者暴力相談支

援センター（当該申立書に名称が記載された

配偶者暴力相談支援センターが二以上ある

場合にあっては、申立人がその職員に対し相

談し、又は援助若しくは保護を求めた日時が

最も遅い配偶者暴力相談支援センター）の長

に通知するものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

第十六条 保護命令の申立てについての裁判

に対しては、即時抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響

を及ぼさない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令

の取消しの原因となることが明らかな事情

があることにつき疎明があったときに限り、

抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告につ

いての裁判が効力を生ずるまでの間、保護命

令の効力の停止を命ずることができる。事件

の記録が原裁判所に存する間は、原裁判所も、

この処分を命ずることができる。 

４ 前項の規定により接近禁止命令の効力の

停止を命ずる場合において、第十条第二項か

ら第四項までの規定による命令が発せられ
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ているときは、裁判所は、当該命令の効力の

停止をも命じなければならない。 

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服

を申し立てることができない。 

６ 抗告裁判所が接近禁止命令を取り消す場

合において、第十条第二項から第四項までの

規定による命令が発せられているときは、抗

告裁判所は、当該命令をも取り消さなければ

ならない。 

７ 前条第四項の規定による通知がされてい

る保護命令について、第三項若しくは第四項

の規定によりその効力の停止を命じたとき

又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、

裁判所書記官は、速やかに、その旨及びその

内容を当該通知をした配偶者暴力相談支援

センターの長に通知するものとする。 

８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の

場合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消

した場合について準用する。 

（保護命令の取消し） 

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保

護命令の申立てをした者の申立てがあった

場合には、当該保護命令を取り消さなければ

ならない。接近禁止命令又は第十条第二項か

ら第四項までの規定による命令にあっては

接近禁止命令が効力を生じた日から起算し

て三月を経過した日以後において、退去等命

令にあっては当該退去等命令が効力を生じ

た日から起算して二週間を経過した日以後

において、これらの命令を受けた者が申し立

て、当該裁判所がこれらの命令の申立てをし

た者に異議がないことを確認したときも、同

様とする。 

２ 前条第六項の規定は、接近禁止命令を発し

た裁判所が前項の規定により当該接近禁止

命令を取り消す場合について準用する。 

３ 三項命令を受けた者は、接近禁止命令が効

力を生じた日から起算して六月を経過した

日又は当該三項命令が効力を生じた日から

起算して三月を経過した日のいずれか遅い

日以後において、当該三項命令を発した裁判

所に対し、第十条第三項に規定する要件を欠

くに至ったことを理由として、当該三項命令

の取消しの申立てをすることができる。 

４ 裁判所は、前項の取消しの裁判をするとき

は、当該取消しに係る三項命令の申立てをし

た者の意見を聴かなければならない。 

５ 第三項の取消しの申立てについての裁判

に対しては、即時抗告をすることができる。 

６ 第三項の取消しの裁判は、確定しなければ

その効力を生じない。 

７ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、

第一項から第三項までの場合について準用

する。 

（退去等命令の再度の申立て） 

第十八条 退去等命令が発せられた後に当該

発せられた退去等命令の申立ての理由とな

った身体に対する暴力又は生命等に対する

脅迫と同一の事実を理由とする退去等命令

の再度の申立てがあったときは、裁判所は、

配偶者と共に生活の本拠としている住居か

ら転居しようとする被害者がその責めに帰

することのできない事由により当該発せら

れた命令の期間までに当該住居からの転居

を完了することができないことその他の退

去等命令を再度発する必要があると認める

べき事情があるときに限り、退去等命令を発

するものとする。ただし、当該退去等命令を

発することにより当該配偶者の生活に特に

著しい支障を生ずると認めるときは、当該退

去等命令を発しないことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第十二

条の規定の適用については、同条第二項各号

列記以外の部分中「事項」とあるのは「事項

及び第十八条第一項本文の事情」と、同項第

三号中「事項に」とあるのは「事項及び第十

八条第一項本文の事情に」と、同条第三項中

「事項に」とあるのは「事項並びに第十八条

第一項本文の事情に」とする。 

（事件の記録の閲覧等） 

第十九条 保護命令に関する手続について、当

事者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の

閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは

抄本の交付又は事件に関する事項の証明書

の交付を請求することができる。ただし、相

手方にあっては、保護命令の申立てに関し口

頭弁論若しくは相手方を呼び出す審尋の期

日の指定があり、又は相手方に対する保護命

令の送達があるまでの間は、この限りでない。 

第二十条 削除 

（民事訴訟法の準用） 

第二十一条 この法律に特別の定めがある場

合を除き、保護命令に関する手続に関しては、

その性質に反しない限り、民事訴訟法（平成

八年法律第百九号）第一編から第四編までの



71 

規定（同法第七十一条第二項、第九十一条の

二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二

条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、

第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第

一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第

六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一

条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条

第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第

二項、第二百二十七条第二項並びに第二百三

十二条の二の規定を除く。）を準用する。この

場合において、次の表の上欄に掲げる同法の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の下欄に掲げる字句に読み替えるもの

とする。 

 

第百十二条第

一項本文 

前条の規定による措置

を開始した 

裁判所書記官が

送達すべき書類

を保管し、いつ

でも送達を受け

るべき者に交付

すべき旨の裁判

所の掲示場への

掲示を始めた 

第 百 十二 条

第 一 項た だ

し書 

前条の規定による措置

を開始した 

当該掲示を始め

た 

第百十三条 書類又は電磁的記録 書類 

 記載又は記録 記載 
 

第百十一条の規定によ

る措置を開始した 

裁判所書記官が

送達すべき書類

を保管し、いつ

でも送達を受け

るべき者に交付

すべき旨の裁判

所の掲示場への

掲示を始めた 

第 百 三十 三

条 の 三第 一

項 

記載され、又は記録さ

れた書面又は電磁的記

録 

記載された書面 

当該書面又は電磁的記

録 

当該書面 

  又は電磁的記録その他

これに類する書面又は

電磁的記録 

その他これに類

する書面 

第 百 五十 一

条 第 二項 及

び 第 二百 三

十 一 条の 二

第二項 

方法又は最高裁判所規

則で定める電子情報処

理組織を使用する方法 

方法 

第 百 六十 条

第一項 

最高裁判所規則で定め

るところにより、電子

調書（期日又は期日外

における手続の方式、

内容及び経過等の記録

及び公証をするために

この法律その他の法令

の規定により裁判所書

記官が作成する電磁的

記録をいう。以下同

じ。） 

調書 

第 百 六十 条

第三項 

前項の規定によりファ

イルに記録された電子

調書の内容に 

調書の記載につ

いて 

第 百 六十 条

第四項 

第二項の規定によりフ

ァイルに記録された電

子調書 

調書 

 

当該電子調書 当該調書 

第 百 六十 条

の二第一項 

前条第二項の規定によ

りファイルに記録され

た電子調書の内容 

調書の記載 

第 百 六十 条

の二第二項 

その旨をファイルに記

録して 

調書を作成して 

第 二 百五 条

第三項 

事項又は前項の規定に

よりファイルに記録さ

れた事項若しくは同項

の記録媒体に記録され

た事項 

事項 

第 二 百十 五

条第四項 

事項又は第二項の規定

によりファイルに記録

された事項若しくは同

項の記録媒体に記録さ

れた事項 

事項 

第 二 百三 十

一 条 の三 第

二項 

若しくは送付し、又は

最高裁判所規則で定め

る電子情報処理組織を

使用する 

又は送付する 

第 二 百六 十

一条第四項 

電子調書 調書 

記録しなければ 記載しなければ 
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（最高裁判所規則） 

第二十二条 この法律に定めるもののほか、保

護命令に関する手続に関し必要な事項は、最

高裁判所規則で定める。 

第五章 雑則 

（職務関係者による配慮等） 

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者

の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者

（次項において「職務関係者」という。）は、

その職務を行うに当たり、被害者の心身の状

況、その置かれている環境等を踏まえ、被害

者の国籍、障害の有無等を問わずその人権を

尊重するとともに、その安全の確保及び秘密

の保持に十分な配慮をしなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、

被害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に

関する理解を深めるために必要な研修及び

啓発を行うものとする。 

（教育及び啓発） 

第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者か

らの暴力の防止に関する国民の理解を深め

るための教育及び啓発に努めるものとする。 

（調査研究の推進等） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護に資する

ため、加害者の更生のための指導の方法、被

害者の心身の健康を回復させるための方法

等に関する調査研究の推進並びに被害者の

保護に 

係る人材の養成及び資質の向上に努めるもの

とする。 

（民間の団体に対する援助） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護を図るた

めの活動を行う民間の団体に対し、必要な援

助を行うよう努めるものとする。 

（都道府県及び市町村の支弁） 

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費

用を支弁しなければならない。 

一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げ

る業務を行う女性相談支援センターの運営

に要する費用（次号に掲げる費用を除く。） 

二 第三条第三項第三号の規定に基づき女性

相談支援センターが行う一時保護（同条第四

項に規定する厚生労働大臣が定める基準を

満たす者に委託して行う場合を含む。）及び

これに伴い必要な事務に要する費用 

三 第四条の規定に基づき都道府県が置く女

性相談支援員が行う業務に要する費用 

四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保

護（市町村、社会福祉法人その他適当と認め

る者に委託して行う場合を含む。）及びこれ

に伴い必要な事務に要する費用 

２ 市町村は、第四条の規定に基づき市町村が

置く女性相談支援員が行う業務に要する費

用を支弁しなければならない。 

（国の負担及び補助） 

第二十八条 国は、政令の定めるところにより、

都道府県が前条第一項の規定により支弁し

た費用のうち、同項第一号及び第二号に掲げ

るものについては、その十分の五を負担する

ものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に

掲げる費用の十分の五以内を補助すること

ができる。 

一 都道府県が前条第一項の規定により支弁

した費用のうち、同項第三号及び第四号に掲

げるもの 

二 市町村が前条第二項の規定により支弁し

た費用 

第五章の二 補則 

（この法律の準用） 

第二十八条の二 第二条及び第一章の二から

前章までの規定は、生活の本拠を共にする交

際（婚姻関係における共同生活に類する共同

生活を営んでいないものを除く。）をする関

係にある相手からの暴力（当該関係にある相

手からの身体に対する暴力等をいい、当該関

係にある相手からの身体に対する暴力等を

受けた後に、その者が当該関係を解消した場

合にあっては、当該関係にあった者から引き

続き受ける身体に対する暴力等を含む。）及

び当該暴力を受けた者について準用する。こ

の場合において、これらの規定（同条を除く。）

中「配偶者からの暴力」とあるのは、「特定関

係者からの暴力」と読み替えるほか、次の表

の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に

読み替えるものとする。 

 

第二条 配偶者 第二十八条の二

に規定する関係

にある相手（以下

「特定関係者」と

いう。） 
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被害者 被害者（特定関係

者からの暴力を

受けた者をいう。

以下同じ。） 

第六条第一項 配偶者又は配

偶者であった

者 

特定関係者又は

特定関係者であ

った者 

第十条第一項から

第四項まで、第十条

の二、第十一条第二

項第二号及び第三

項第二号、第十二条

第一項第一号から

第四号まで並びに

第二項第一号及び

第二号並びに第十

八条第一項 

配偶者 特定関係者 

第十条第一項、第十

条の二並びに第十

二条第一項第一号

及び第二項第一号 

離婚をし、又

はその婚姻が

取り消された

場合 

第二十八条の二

に規定する関係

を解消した場合 

 

第六章 罰則 

第二十九条 保護命令（前条において読み替え

て準用する第十条第一項から第四項まで及

び第十条の二の規定によるものを含む。第三

十一条において同じ。）に違反した者は、二年

以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処

する。 

第三十条 第三条第五項又は第五条の三の規

定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下

の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 

第三十一条 第十二条第一項若しくは第二項

（第十八条第二項の規定により読み替えて

適用する場合を含む。）又は第二十八条の二

において読み替えて準用する第十二条第一

項若しくは第二項（第二十八条の二において

準用する第十八条第二項の規定により読み

替えて適用する場合を含む。）の規定により

記載すべき事項について虚偽の記載のある

申立書により保護命令の申立てをした者は、

十万円以下の過料に処する。 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六

月を経過した日から施行する。ただし、第二

章、第六条（配偶者暴力相談支援センターに

係る部分に限る。）、第七条、第九条（配偶者

暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、

第二十七条及び第二十八条の規定は、平成十

四年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 平成十四年三月三十一日までに婦人

相談所に対し被害者が配偶者からの身体に

対する暴力に関して相談し、又は援助若しく

は保護を求めた場合における当該被害者か

らの保 

 

護命令の申立てに係る事件に関する第十二条

第一項第四号並びに第十四条第二項及び第

三項の規定の適用については、これらの規定

中「配偶者暴力相談支援センター」とあるの

は、「婦人相談所」とする。 

（検討） 

第三条 この法律の規定については、この法律

の施行後三年を目途として、この法律の施行

状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果

に基づいて必要な措置が講ぜられるものと

する。 

附 則 （平成一六年六月二日法律第六四号） 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六

月を経過した日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律に

よる改正前の配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護に関する法律（次項において

「旧法」という。）第十条の規定による命令の

申立てに係る同条の規定による命令に関す

る事件については、なお従前の例による。 

２ 旧法第十条第二号の規定による命令が発

せられた後に当該命令の申立ての理由とな

った身体に対する不法な攻撃であって生命

又は身体に危害を及ぼすものと同一の事実

を理由とするこの法律による改正後の配偶

者からの暴力の防止及び被害者の保護に関

する法律（以下「新法」という。）第十条第一

項第二号の規定による命令の申立て（この法

律の施行後最初にされるものに限る。）があ

った場合における新法第十八条第一項の規

定の適用については、同項中「二月」とある

のは、「二週間」とする。 

（検討） 

第三条 新法の規定については、この法律の施

行後三年を目途として、新法の施行状況等を
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勘案し、検討が加えられ、その結果に基づい

て必要な措置が講ぜられるものとする。 

附 則 （平成一九年七月一一日法律第一一三

号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六

月を経過した日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律に

よる改正前の配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護に関する法律第十条の規定に

よる命令の申立てに係る同条の規定による

命令に関する事件については、なお従前の例

による。 

附 則 （平成二五年七月三日法律第七二号） 

抄 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して六月を

経過した日から施行する。 

附 則 （平成二六年四月二三日法律第二八号） 

抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日か

ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

一 略 

二 第二条並びに附則第三条、第七条から第十

条まで、第十二条及び第十五条から第十八条

までの規定 平成二十六年十月一日 

附 則 （令和元年六月二六日法律第四六号） 

抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和二年四月一日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

一 附則第四条、第七条第一項及び第八条の規

定 公布の日 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第四条 前二条に規定するもののほか、この法

律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定

める。 

（検討等） 

第八条 政府は、附則第一条第一号に掲げる規

定の施行後三年を目途に、配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護等に関する法律第

六条第一項及び第二項の通報の対象となる

同条第一項に規定する配偶者からの暴力の

形態並びに同法第十条第一項から第四項ま

での規定による命令の申立てをすることが

できる同条第一項に規定する被害者の範囲

の拡大について検討を加え、その結果に基づ

いて必要な措置を講ずるものとする。 

２ 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の

施行後三年を目途に、配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護等に関する法律第一条

第一項に規定する配偶者からの暴力に係る

加害者の地域社会における更生のための指

導及び支援の在り方について検討を加え、そ

の結果に基づいて必要な措置を講ずるもの

とする。 

附 則 （令和四年五月二五日法律第五二号） 

抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

一 次条並びに附則第三条、第五条及び第三十

八条の規定 公布の日 

（政令への委任） 

第三十八条 この附則に定めるもののほか、こ

の法律の施行に関し必要な経過措置は、政令

で定める。 

附 則 （令和四年六月一七日法律第六八号） 

抄 

（施行期日） 

１ この法律は、刑法等一部改正法施行日から

施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

一 第五百九条の規定 公布の日 

附 則 （令和五年五月一九日法律第三〇号） 

抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

一 附則第七条の規定 公布の日 

二 第二十一条の改正規定 民事訴訟法等の

一部を改正する法律（令和四年法律第四十八

号。附則第三条において「民事訴訟法等改正

法」という。）附則第一条第四号に掲げる規定

の施行の日 

（保護命令事件に係る経過措置） 

第二条 この法律による改正後の配偶者から

の暴力の防止及び被害者の保護等に関する

法律（以下「新法」という。）第十条及び第十

条の二の規定は、この法律の施行の日（以下
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この条において「施行日」という。）以後にさ

れる保護命令の申立てに係る事件について

適用し、施行日前にされた保護命令の申立て

に係る事件については、なお従前の例による。 

２ 新法第十一条第二項及び第三項並びに第

十二条第一項及び第二項の規定は、施行日以

後にされる保護命令の申立てについて適用

し、施行日前にされた保護命令の申立てにつ

いては、なお従前の例による。 

３ 新法第十八条第一項の規定は、施行日以後

にされる同項に規定する再度の申立てに係

る事件について適用し、施行日前にされた同

項に規定する再度の申立てに係る事件につ

いては、なお従前の例による。 

（民事訴訟法等改正法の施行の日の前日ま

での間の経過措置） 

第三条 新法第十四条の二から第十四条の四

までの規定は、民事訴訟法等改正法の施行の

日の前日までの間は、適用しない。 

２ 附則第一条第二号に規定する規定の施行

の日から民事訴訟法等改正法の施行の日の

前日までの間における新法第二十一条の規

定の適用については、同条中「第七十一条第

二項、第九十一条の二、第九十二条第九項及

び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四

条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三

款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三

条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三

第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第

二項、第百八十五条第三項、第二百五条第二

項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第

二項並びに第二百三十二条の二の規定を除

く。）を準用する。この場合において、次の表

の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる

字句に読み替えるものとする」とあるのは、

「第八十七条の二の規定を除く。）を準用す

る」とする。 

（罰則の適用に関する経過措置） 

第四条 刑法等の一部を改正する法律（令和四

年法律第六十七号）の施行の日（以下この条

において「刑法施行日」という。）の前日まで

の間における新法第三十条の規定の適用に

ついては、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲

役」とする。刑法施行日以後における刑法施

行日前にした行為に対する同条の規定の適

用についても、同様とする。 

（政令への委任） 

第七条 この附則に定めるもののほか、この法

律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関す

る経過措置を含む。）は、政令で定める。 

（検討） 

第八条 政府は、この法律の施行後三年を経過

した場合において、新法の施行の状況を勘案

し、必要があると認めるときは、新法の規定

について検討を加え、その結果に基づいて必

要な措置を講ずるものとする。 

附 則 （令和五年六月一四日法律第五三号） 

抄 

この法律は、公布の日から起算して五年を超え

ない範囲内において政令で定める日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

一 第三十二章の規定及び第三百八十八条の

規定 公布の日 

二 第一条中民事執行法第二十二条第五号の

改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法

第二十六条の改正規定、同法第二十九条の改

正規定（「の謄本」の下に「又は電磁的記録に

記録されている事項の全部を記録した電磁

的記録」を加える部分を除く。）、同法第九十

一条第一項第三号の改正規定、同法第百四十

一条第一項第三号の改正規定、同法第百八十

一条第一項の改正規定、同条第四項の改正規

定、同法第百八十三条の改正規定、同法第百

八十九条の改正規定及び同法第百九十三条

第一項の改正規定、第十二条、第三十三条、

第三十四条、第三十六条及び第三十七条の規

定、第四十二条中組織的な犯罪の処罰及び犯

罪収益の規制等に関する法律第三十九条第

二項の改正規定、第四十五条の規定（民法第

九十八条第二項及び第百五十一条第四項の

改正規定を除く。）、第四十七条中鉄道抵当法

第四十一条の改正規定及び同法第四十三条

第三項の改正規定、第四十八条及び第四章の

規定、第八十八条中民事訴訟費用等に関する

法律第二条の改正規定、第九十一条の規定、

第百八十五条中配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護等に関する法律第十二条第

三項の改正規定、第百九十八条の規定並びに

第三百八十七条の規定 公布の日から起算

して二年六月を超えない範囲内において政

令で定める日 
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４ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（抄） 

平成27年９月４日法律第64号 

最終改正：令和７年６月11日法律第63号 

 

目次 

第一章 総則（第一条―第四条） 

第二章 基本方針等（第五条・第六条） 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針（第七

条） 

第二節 一般事業主行動計画等（第八条―

第十八条） 

第三節 特定事業主行動計画（第十九条） 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公

表 

（第二十条・第二十一条） 

第四章 女性の職業生活における活躍を推

進するための支援措置（第二十二条―第二十

九条） 

第五章 雑則（第三十条―第三十三条） 

第六章 罰則（第三十四条―第三十九条） 

附則 

 

第一章 総則 

(目的) 

第一条 この法律は、近年、自らの意思によ

って職業生活を営み、又は営もうとする女

性がその個性と能力を十分に発揮して職業

生活において活躍すること（以下「女性の

職業生活における活躍」という。）が一層重

要となっていることに鑑み、男女共同参画

社会基本法（平成十一年法律第七十八号）

の基本理念にのっとり、女性の職業生活に

おける活躍の推進について、その基本原則

を定め、並びに国、地方公共団体及び事業

主の責務を明らかにするとともに、基本方

針及び事業主の行動計画の策定、女性の職

業生活における活躍を推進するための支援

措置等について定めることにより、女性の

職業生活における活躍を迅速かつ重点的に

推進し、もって男女の人権が尊重され、か

つ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要

の多様化その他の社会経済情勢の変化に対

応できる豊かで活力ある社会を実現するこ

とを目的とする。 

 

(基本原則) 

第二条 女性の職業生活における活躍の推進

は、職業生活における活躍に係る男女間の

格差の実情を踏まえ、自らの意思によって

職業生活を営み、又は営もうとする女性に

対する採用、教育訓練、昇進、職種及び雇

用形態の変更その他の職業生活に関する機

会の積極的な提供及びその活用を通じ、か

つ、性別による固定的な役割分担等を反映

した職場における慣行が女性の職業生活に

おける活躍に対して及ぼす影響に配慮し、

併せて、女性の健康上の特性に留意して、

その個性と能力が十分に発揮できるように

することを旨として、行われなければなら

ない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、

職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、

育児、介護その他の家庭生活に関する事由

によりやむを得ず退職することが多いこと

その他の家庭生活に関する事由が職業生活

に与える影響を踏まえ、家族を構成する男

女が、男女の別を問わず、相互の協力と社

会の支援の下に、育児、介護その他の家庭

生活における活動について家族の一員とし

ての役割を円滑に果たしつつ職業生活にお

ける活動を行うために必要な環境の整備等

により、男女の職業生活と家庭生活との円

滑かつ継続的な両立が可能となることを旨

として、行われなければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当

たっては、女性の職業生活と家庭生活との

両立に関し、本人の意思が尊重されるべき

ものであることに留意されなければならな

い(国及び地方公共団体の責務)第三条国及

び地方公共団体は、前条に定める女性の職

業生活における活躍の推進についての基本

原則（次条及び第五条第一項において「基
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本原則」という。）にのっとり、女性の職業

生活における活躍の推進に関して必要な施

策を策定し、及びこれを実施しなければな

らない。 

(事業主の責務) 

第四条 事業主は、基本原則にのっとり、そ

の雇用し、又は雇用しようとする女性労働

者に対する職業生活に関する機会の積極的

な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭

生活との両立に資する雇用環境の整備その

他の女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組を自ら実施するよう努めるとと

もに、国又は地方公共団体が実施する女性

の職業生活における活躍の推進に関する施

策に協力しなければならない。 

 

第二章基本方針等 

(基本方針) 

第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性

の職業生活における活躍の推進に関する施

策を総合的かつ一体的に実施するため、女

性の職業生活における活躍の推進に関する

基本方針(以下「基本方針」という。)を定

めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を

定めるものとする。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関

する基本的な方向 

二 事業主が実施すべき女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する取組に関する基本

的な事項 

三 女性の職業生活における活躍の推進に関

する施策に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進する

ための支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るため

に必要な環境の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推

進に関する施策に関する重要事項四前三号

に掲げるもののほか、女性の職業生活にお

ける活躍を推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成

し、閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議

の決定があったときは、遅滞なく、基本方

針を公表しなければならない。 

５ 前二項の規定は、基本方針の変更につい

て準用する。(都道府県推進計画等)第六条

都道府県は、基本方針を勘案して、当該都

道府県の区域内における女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する施策についての

計画(以下この条において「都道府県推進計

画」という。)を定めるよう努めるものとす

る。 

２ 市町村は、基本方針(都道府県推進計画が

定められているときは、基本方針及び都道

府県推進計画)を勘案して、当該市町村の区

域内における女性の職業生活における活躍

の推進に関する施策についての計画(次項に

おいて「市町村推進計画」という。)を定め

るよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計

画又は市町村推進計画を定め、又は変更し

たときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

ばならない。 

 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針 

第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総

務大臣は、事業主が女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する取組を総合的かつ効

果的に実施することができるよう、基本方

針に即して、次条第一項に規定する一般事

業主行動計画及び第十九条第一項に規定す

る特定事業主行動計画（次項において「事

業主行動計画」と総称する。）の策定に関す

る指針（以下「事業主行動計画策定指針」

という。）を定めなければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次

に掲げる事項につき、事業主行動計画の指

針となるべきものを定めるものとする。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な

事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組の内容に関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の推

進に関する取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大

臣は、事業主行動計画策定指針を定め、又

は変更したときは、遅滞なく、これを公表

しなければならない。 

第二節 一般事業主行動計画等 

(一般事業主行動計画の策定等) 

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主

（以下「一般事業主」という。）であって、

常時雇用する労働者の数が百人を超えるも



78 

のは、事業主行動計画策定指針に即して、

一般事業主行動計画（一般事業主が実施す

る女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組に関する計画をいう。以下同じ。）

を定め、厚生労働省令で定めるところによ

り、厚生労働大臣に届け出なければならな

い。これを変更したときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲

げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組の実施により達成しようとする目

標 

三 実施しようとする女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する取組の内容及びその

実施時期 

 

３ 第一項に規定する一般事業主は、一般事

業主行動計画を定め、又は変更しようとす

るときは、厚生労働省令で定めるところに

より、採用した労働者に占める女性労働者

の割合、男女の継続勤務年数の差異、労働

時間の状況、管理的地位にある労働者に占

める女性労働者の割合その他のその事業に

おける女性の職業生活における活躍に関す

る状況を把握し、女性の職業生活における

活躍を推進するために改善すべき事情につ

いて分析した上で、その結果を勘案して、

これを定めなければならない。この場合に

おいて、前項第二号の目標については、採

用する労働者に占める女性労働者の割合、

男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、

労働時間、管理的地位にある労働者に占め

る女性労働者の割合その他の数値を用いて

定量的に定めなければならない。 

４ 第一項に規定する一般事業主は、一般事

業主行動計画を定め、又は変更したとき

は、厚生労働省令で定めるところにより、

これを労働者に周知させるための措置を講

じなければならない。 

５ 第一項に規定する一般事業主は、一般事

業主行動計画を定め、又は変更したとき

は、厚生労働省令で定めるところにより、

これを公表しなければならない。 

６ 第一項に規定する一般事業主は、一般事

業主行動計画に基づく取組を実施するとと

もに、一般事業主行動計画に定められた目

標を達成するよう努めなければならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働

者の数が百人以下のものは、事業主行動計

画策定指針に即して、一般事業主行動計画

を定め、厚生労働省令で定めるところによ

り、厚生労働大臣に届け出るよう努めなけ

ればならない。これを変更したときも、同

様とする。 

８ 第三項の規定は前項に規定する一般事業

主が一般事業主行動計画を定め、又は変更

しようとする場合について、第四項から第

六項までの規定は前項に規定する一般事業

主が一般事業主行動計画を定め、又は変更

した場合について、それぞれ準用する。 

(基準に適合する一般事業主の認定) 

第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第

七項の規定による届出をした一般事業主か

らの申請に基づき、厚生労働省令で定める

ところにより、当該事業主について、女性

の職業生活における活躍の推進に関する取

組に関し、当該取組の実施の状況が優良な

ものであることその他の厚生労働省令で定

める基準に適合するものである旨の認定を

行うことができる。 

 

(認定一般事業主の表示等) 

第十条 前条の認定を受けた一般事業主(以下

「認定一般事業主」という。)は、商品、役

務の提供の用に供する物、商品又は役務の

広告又は取引に用いる書類若しくは通信そ

の他の厚生労働省令で定めるもの(次項及び

第十四条第一項において「商品等」とい

う。)に厚生労働大臣の定める表示を付する

ことができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほ

か、商品等に同項の表示又はこれと紛らわ

しい表示を付してはならない。 

(認定の取消し) 

第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主

が次の各号のいずれかに該当するときは、

第九条の認定を取り消すことができる。 

一 第九条に規定する基準に適合しなくなっ

たと認めるとき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違

反したとき。 

三 不正の手段により第九条の認定を受けた

とき。 

(基準に適合する認定一般事業主の認定) 
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第十二条 厚生労働大臣は、認定一般事業主

からの申請に基づき、厚生労働省令で定め

るところにより、当該事業主について、女

性の職業生活における活躍の推進に関する

取組に関し、当該事業主の策定した一般事

業主行動計画に基づく取組を実施し、当該

一般事業主行動計画に定められた目標を達

成したこと、雇用の分野における男女の均

等な機会及び待遇の確保等に関する法律

（昭和四十七年法律第百十三号）第十三条

の二に規定する業務を担当する者及び育児

休業、介護休業等育児又は家族介護を行う

労働者の福祉に関する法律（平成三年法律

第七十六号）第二十九条に規定する業務を

担当する者を選任していること、当該女性

の職業生活における活躍の推進に関する取

組の実施の状況が特に優良なものであるこ

とその他の厚生労働省令で定める基準に適

合するものである旨の認定を行うことがで

きる。 

(特例認定一般事業主の特例等) 

第十三条 前条の認定を受けた一般事業主

（以下「特例認定一般事業主」という。）に

ついては、第八条第一項及び第七項の規定

は、適用しない。 

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で

定めるところにより、毎年少なくとも一

回、女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組の実施の状況を公表しなければ

ならない。 

(特例認定一般事業主の表示等) 

第十四条 特例認定一般事業主は、商品等に

厚生労働大臣の定める表示を付することが

できる。 

２ 第十条第二項の規定は、前項の表示につ

いて準用する。 

(特例認定一般事業主の認定の取消し) 

第十五条 厚生労働大臣は、特例認定一般事

業主が次の各号のいずれかに該当するとき

は、第十二条の認定を取り消すことができ

る。 

一 第十一条の規定により第九条の認定を取

り消すとき。 

二 第十二条に規定する基準に適合しなくな

ったと認めるとき。 

三 第十三条第二項の規定による公表をせ

ず、又は虚偽の公表をしたとき。 

四 前号に掲げる場合のほか、この法律又は

この法律に基づく命令に違反したとき。 

五 不正の手段により第十二条の認定を受け

たとき。 

(委託募集の特例等) 

第十六条 承認中小事業主団体の構成員であ

る中小事業主（一般事業主であって、常時

雇用する労働者の数が三百人以下のものを

いう。以下この項及び次項において同じ。）

が、当該承認中小事業主団体をして女性の

職業生活における活躍の推進に関する取組

の実施に関し必要な労働者の募集を行わせ

ようとする場合において、当該承認中小事

業主団体が当該募集に従事しようとすると

きは、職業安定法（昭和二十二年法律第百

四十一号）第三十六条第一項及び第三項の

規定は、当該構成員である中小事業主につ

いては、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業

主団体」とは、事業協同組合、協同組合連

合会その他の特別の法律により設立された

組合若しくはその連合会であって厚生労働

省令で定めるもの又は一般社団法人で中小

事業主を直接又は間接の構成員とするもの

（厚生労働省令で定める要件に該当するも

のに限る。）のうち、その構成員である中小

事業主に対して女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組を実施するための人

材確保に関する相談及び援助を行うもので

あって、その申請に基づいて、厚生労働大

臣が、当該相談及び援助を適切に行うため

の厚生労働省令で定める基準に適合する旨

の承認を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が

前項に規定する基準に適合しなくなったと

認めるときは、同項の承認を取り消すこと

ができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第一項に規定す

る募集に従事しようとするときは、厚生労

働省令で定めるところにより、募集時期、

募集人員、募集地域その他の労働者の募集

に関する事項で厚生労働省令で定めるもの

を厚生労働大臣に届け出なければならな

い。 

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前

項の規定による届出があった場合につい

て、同法第五条の三第一項及び第四項、第

五条の四第一項及び第二項、第五条の五、
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第三十九条、第四十一条第二、第四十二

条、第四十二条の二、第四十八条の三第一

項、第四十八条の四、第五十条第一項及び

第二項並びに第五十一条の規定は前項の規

定による届出をして労働者の募集に従事す

る者について、同法第四十条の規定は同項

の規定による届出をして労働者の募集に従

事する者に対する報酬の供与について、同

法第五十条第三項及び第四項の規定はこの

項において準用する同条第二項に規定する

職権を行う場合について、それぞれ準用す

る。この場合において、同法第三十七条第

二項中「労働者の募集を行おうとする者」

とあるのは「女性の職業生活における活躍

の推進に関する法律第十六条第四項の規定

による届出をして労働者の募集に従事しよ

うとする者」と、同法第四十一条第二項中

「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、

又は期間」とあるのは「期間」と読み替え

るものとする。 

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十

二条の二の規定の適用については、同法第

三十六条第二項中「前項の」とあるのは

「被用者以外の者をして労働者の募集に従

事させようとする者がその被用者以外の者

に与えようとする」と、同法第四十二条の

二中「第三十九条に規定する募集受託者」

とあるのは「女性の職業生活における活躍

の推進に関する法律（平成二十七年法律第

六十四号）第十六条第四項の規定による届

出をして労働者の募集に従事する者」と、

「同項に」とあるのは「次項に」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に

対し、第二項の相談及び援助の実施状況に

ついて報告を求めることができる。第十七

条公共職業安定所は、前条第四項の規定に

よる届出をして労働者の募集に従事する承

認中小事業主団体に対して、雇用情報及び

職業に関する調査研究の成果を提供し、か

つ、これらに基づき当該募集の内容又は方

法について指導することにより、当該募集

の効果的かつ適切な実施を図るものとす

る。 

(一般事業主に対する国の援助) 

第十八条 国は、第八条第一項若しくは第七

項の規定により一般事業主行動計画を策定

しようとする一般事業主又はこれらの規定

による届出をした一般事業主に対して、一

般事業主行動計画の策定、労働者への周知

若しくは公表又は一般事業主行動計画に基

づく措置が円滑に実施されるように相談そ

の他の援助の実施に努めるものとする。 

 

第三節 特定事業主行動計画 

第十九条 国及び地方公共団体の機関、それ

らの長又はそれらの職員で政令で定めるも

の(以下「特定事業主」という。)は、政令

で定めるところにより、事業主行動計画策

定指針に即して、特定事業主行動計画(特定

事業主が実施する女性の職業生活における

活躍の推進に関する取組に関する計画をい

う。以下この条において同じ。)を定めなけ

ればならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲

げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組の実施により達成しようとする目

標 

三 実施しようとする女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する取組の内容及びその

実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定

め、又は変更しようとするときは、内閣府

令で定めるところにより、採用した職員に

占める女性職員の割合、男女の継続勤務年

数の差異、勤務時間の状況、管理的地位に

ある職員に占める女性職員の割合その他の

その事務及び事業における女性の職業生活

における活躍に関する状況を把握し、女性

の職業生活における活躍を推進するために

改善すべき事情について分析した上で、そ

の結果を勘案して、これを定めなければな

らない。この場合において、前項第二号の

目標については、採用する職員に占める女

性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異

の縮小の割合、勤務時間、管理的地位にあ

る職員に占める女性職員の割合その他の数

値を用いて定量的に定めなければならな

い。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定

め、又は変更したときは、遅滞なく、これ

を職員に周知させるための措置を講じなけ

ればならない。 
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５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定

め、又は変更したときは、遅滞なく、これ

を公表しなければならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特

定事業主行動計画に基づく取組の実施の状

況を公表しなければならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基

づく取組を実施するとともに、特定事業主

行動計画に定められた目標を達成するよう

努めなければならない。 

 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表 

(一般事業主による女性の職業選択に資する 

情報の公表) 

第二十条 第八条第一項に規定する一般事業

主（常時雇用する労働者の数が三百人を超

えるものに限る。）は、厚生労働省令で定め

るところにより、職業生活を営み、又は営

もうとする女性の職業選択に資するよう、

その事業における女性の職業生活における

活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公

表しなければならない。 

一 その雇用し、又は雇用しようとする女性

労働者に対する職業生活に関する機会の提

供に関する実績 

二 その雇用する労働者の職業生活と家庭生

活との両立に資する雇用環境の整備に関す

る実績 

２ 第八条第一項に規定する一般事業主（前

項に規定する一般事業主を除く。）は、厚生

労働省令で定めるところにより、職業生活

を営み、又は営もうとする女性の職業選択

に資するよう、その事業における女性の職

業生活における活躍に関する前項各号に掲

げる情報の少なくともいずれか一方を定期

的に公表しなければならない。 

３ 第八条第七項に規定する一般事業主は、

厚生労働省令で定めるところにより、職業

生活を営み、又は営もうとする女性の職業

選択に資するよう、その事業における女性

の職業生活における活躍に関する第一項各

号に掲げる情報の少なくともいずれか一方

を定期的に公表するよう努めなければなら

ない。 

(特定事業主による女性の職業選択に資する 

情報の公表) 

第二十一条 特定事業主は、内閣府令で定め

るところにより、職業生活を営み、又は営

もうとする女性の職業選択に資するよう、

その事務及び事業における女性の職業生活

における活躍に関する次に掲げる情報を定

期的に公表しなければならない。 

一 その任用し、又は任用しようとする女性

に対する職業生活に関する機会の提供に関

する実績 

二 その任用する職員の職業生活と家庭生活

との両立に資する勤務環境の整備に関する

実績 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進

するための支援措置 

(職業指導等の措置等) 

第二十二条 国は、女性の職業生活における

活躍を推進するため、職業指導、職業紹

介、職業訓練、創業の支援その他の必要な

措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活におけ

る活躍を推進するため、前項の措置と相ま

って、職業生活を営み、又は営もうとする

女性及びその家族その他の関係者からの相

談に応じ、関係機関の紹介その他の情報の

提供、助言その他の必要な措置を講ずるよ

う努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に

係る事務の一部を、その事務を適切に実施

することができるものとして内閣府令で定

める基準に適合する者に委託することがで

きる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事

する者又は当該事務に従事していた者は、

正当な理由なく、当該事務に関して知り得

た秘密を漏らしてはならない。 

(財政上の措置等) 

第二十三条 国は、女性の職業生活における

活躍の推進に関する地方公共団体の施策を

支援するために必要な財政上の措置その他

の措置を講ずるよう努めるものとする。 

(国等からの受注機会の増大) 

第二十四条 国は、女性の職業生活における

活躍の推進に資するため、国及び公庫等(沖

縄振興開発金融公庫その他の特別の法律に

よって設立された法人であって政令で定め

るものをいう。)の役務又は物件の調達に関

し、予算の適正な使用に留意しつつ、認定

一般事業主、特例認定一般事業主その他の

女性の職業生活における活躍に関する状況

又は女性の職業生活における活躍の推進に
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関する取組の実施の状況が優良な一般事業

主(次項において「認定一般事業主等」とい

う。)の受注の機会の増大その他の必要な施

策を実施するものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認

定一般事業主等の受注の機会の増大その他

の必要な施策を実施するように努めるもの

とする。 

(啓発活動) 

第二十五 条国及び地方公共団体は、女性の

職業生活における活躍の推進について、国

民の関心と理解を深め、かつ、その協力を

得るとともに、必要な啓発活動を行うもの

とする。 

(情報の収集、整理及び提供) 

第二十六条 国は、女性の職業生活における

活躍の推進に関する取組に資するよう、国

内外における女性の職業生活における活躍

の状況及び当該取組に関する情報の収集、

整理及び提供を行うものとする。 

(協議会) 

第二十七条 当該地方公共団体の区域におい

て女性の職業生活における活躍の推進に関

する事務及び事業を行う国及び地方公共団

体の機関(以下この条において「関係機関」

という。)は、第二十二条第一項の規定によ

り国が講ずる措置及び同条第二項の規定に

より地方公共団体が講ずる措置に係る事例

その他の女性の職業生活における活躍の推

進に有用な情報を活用することにより、当

該区域において女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組が効果的かつ円滑に

実施されるようにするため、関係機関によ

り構成される協議会(以下「協議会」とい

う。)を組織することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方

公共団体の区域内において第二十二条第三

項の規定による事務の委託がされている場

合には、当該委託を受けた者を協議会の構

成員として加えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があ

ると認めるときは、協議会に次に掲げる者

を構成員として加えることができる。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める 

４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員

(以下この項において「関係機関等」とい

う。)が相互の連絡を図ることにより、女性

の職業生活における活躍の推進に有用な情

報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を

図るとともに、地域の実情に応じた女性の

職業生活における活躍の推進に関する取組

について協議を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公

共団体は、内閣府令で定めるところによ

り、その旨を公表しなければならない。 

(秘密保持義務) 

第二十八条 協議会の事務に従事する者又は

協議会の事務に従事していた者は、正当な

理由なく、協議会の事務に関して知り得た

秘密を漏らしてはならない。 

(協議会の定める事項) 

第二十九条 前二条に定めるもののほか、協

議会の組織及び運営に関し必要な事項は、

協議会が定める。 

第五章 雑則 

(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告) 

第三十条 厚生労働大臣は、この法律の施行

に関し必要があると認めるときは、第八条

第一項に規定する一般事業主又は認定一般

事業主若しくは特例認定一般事業主である

同条第七項に規定する一般事業主に対し

て、報告を求め、又は助言、指導若しくは

勧告をすることができる。 

(公表) 

第三十一条 厚生労働大臣は、第二十条第一

項若しくは第二項の規定による公表をせ

ず、若しくは虚偽の公表をした第八条第一

項に規定する一般事業主又は第二十条第三

項に規定する情報に関し虚偽の公表をした

認定一般事業主若しくは特例認定一般事業

主である第八条第七項-65-に規定する一般

事業主に対し、前条の規定による勧告をし

た場合において、当該勧告を受けた者がこ

れに従わなかったときは、その旨を公表す

ることができる。 

(権限の委任) 

第三十二条 第八条、第九条、第十一条、第

十二条、第十五条、第十六条、第三十条及

び前条に規定する厚生労働大臣の権限は、

厚生労働省令で定めるところにより、その

一部を都道府県労働局長に委任することが

できる。 

(政令への委任) 
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第三十三条 この法律に定めるもののほか、

この法律の実施のため必要な事項は、政令

で定める。 

第六章 罰則 

第三十四条 第十六条第五項において準用す

る職業安定法第四十一条第二項の規定によ

る業務の停止の命令に違反して、労働者の

募集に従事した者は、一年以下の拘禁刑又

は百万円以下の罰金に処する。 

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する

者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下

の罰金に処する。 

一 第二十二条第四項の規定に違反して秘密

を漏らした者 

二 第二十八条の規定に違反して秘密を漏ら

した者 

第三十六条 次の各号のいずれかに該当する

者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下

の罰金に処する。 

一 第十六条第四項の規定による届出をしな

いで、労働者の募集に従事した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安

定法第三十七条第二項の規定による指示に

従わなかった者 

三 第十六条第五項において準用する職業安

定法第三十九条又は第四十条の規定に違反

した者 

第三十七条 次の各号のいずれかに該当する

者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十条第二項（第十四条第二項において

準用する場合を含む。）の規定に違反した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安

定法第五十条第一項の規定による報告をせ

ず、又は虚偽の報告をした者 

三 第十六条第五項において準用する職業安

定法第五十条第二項の規定による立入り若

しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避

し、又は質問に対して答弁をせず、若しく

は虚偽の陳述をした者 

四 第十六条第五項において準用する職業安

定法第五十一条第一項の規定に違反して秘

密を漏らした者第三十八条法人の代表者又

は法人若しくは人の代理人、使用人その他

の従業者が、その法人又は人の業務に関

し、第三十四条、第三十六条又は前条の違

反行為をしたときは、行為者を罰するほ

か、その法人又は人に対しても、各本条の

罰金刑を科する。 

第三十九条 第三十条の規定による報告をせ

ず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円

以下の過料に処する。 

附則（略） 
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５ 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 

令和四年法律第五十二号 

 

目次 

第一章 総則（第一条―第六条） 

第二章 基本方針及び都道府県基本計画等 

（第七条・第八条） 

第三章 女性相談支援センターによる支援等 

（第九条―第十五条） 

第四章 雑則（第十六条―第二十二条） 

第五章 罰則（第二十三条） 

附則 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、女性が日常生活又は社

会生活を営むに当たり女性であることによ

り様々な困難な問題に直面することが多い

ことに鑑み、困難な問題を抱える女性の福

祉の増進を図るため、困難な問題を抱える

女性への支援に関する必要な事項を定める

ことにより、困難な問題を抱える女性への

支援のための施策を推進し、もって人権が

尊重され、及び女性が安心して、かつ、自

立して暮らせる社会の実現に寄与すること

を目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「困難な問題を抱

える女性」とは、性的な被害、家庭の状

況、地域社会との関係性その他の様々な事

情により日常生活又は社会生活を円滑に営

む上で困難な問題を抱える女性（そのおそ

れのある女性を含む。）をいう。 

（基本理念） 

第三条 困難な問題を抱える女性への支援の

ための施策は、次に掲げる事項を基本理念

として行われなければならない。 

一 女性の抱える問題が多様化するとともに

複合化し、そのために複雑化していること

を踏まえ、困難な問題を抱える女性が、そ

れぞれの意思が尊重されながら、抱えてい

る問題及びその背景、心身の状況等に応じ

た最適な支援を受けられるようにすること

により、その福祉が増進されるよう、その

発見、相談、心身の健康の回復のための援

助、自立して生活するための援助等の多様

な支援を包括的に提供する体制を整備する

こと。 

二 困難な問題を抱える女性への支援が、関

係機関及び民間の団体の協働により、早期

から切れ目なく実施されるようにするこ

と。 

三 人権の擁護を図るとともに、男女平等の

実現に資することを旨とすること。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第四条 国及び地方公共団体は、前条の基本

理念にのっとり、困難な問題を抱える女性

への支援のために必要な施策を講ずる責務

を有する。 

（関連施策の活用） 

第五条 国及び地方公共団体は、困難な問題

を抱える女性への支援のための施策を講ず

るに当たっては、必要に応じて福祉、保健

医療、労働、住まい及び教育に関する施策

その他の関連施策の活用が図られるよう努

めなければならない。 

（緊密な連携） 

第六条 国及び地方公共団体は、困難な問題

を抱える女性への支援のための施策を講ず

るに当たっては、関係地方公共団体相互間

の緊密な連携が図られるとともに、この法

律に基づく支援を行う機関と福祉事務所

（社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五

号）に規定する福祉に関する事務所をい

う。）、児童相談所、児童福祉施設（児童福

祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第

七条第一項に規定する児童福祉施設をい

う。）、保健所、医療機関、職業紹介機関

（労働施策の総合的な推進並びに労働者の

雇用の安定及び職業生活の充実等に関する

法律（昭和四十一年法律第百三十二号）第

二条に規定する職業紹介機関をいう。）、職

業訓練機関、教育機関、都道府県警察、日

本司法支援センター（総合法律支援法（平

成十六年法律第七十四号）第十三条に規定

する日本司法支援センターをいう。）、配偶

者暴力相談支援センター（配偶者からの暴
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力の防止及び被害者の保護等に関する法律

（平成十三年法律第三十一号）第三条第一

項に規定する配偶者暴力相談支援センター

をいう。）その他の関係機関との緊密な連携

が図られるよう配慮しなければならない。 

 

第二章 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第七条 厚生労働大臣は、困難な問題を抱え

る女性への支援のための施策に関する基本

的な方針（以下「基本方針」という。）を定

めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項に

つき、次条第一項の都道府県基本計画及び

同条第三項の市町村基本計画の指針となる

べきものを定めるものとする。 

一 困難な問題を抱える女性への支援に関す

る基本的な事項 

二 困難な問題を抱える女性への支援のため

の施策の内容に関する事項 

三 その他困難な問題を抱える女性への支援

のための施策の実施に関する重要事項 

３ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又は

これを変更しようとするときは、あらかじ

め、関係行政機関の長に協議しなければな

らない。 

４ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又は

これを変更したときは、遅滞なく、これを

公表しなければならない。 

（都道府県本計画等） 

第八条 都道府県は、基本方針に即して、当

該都道府県における困難な問題を抱える女

性への支援のための施策の実施に関する基

本的な計画（以下この条において「都道府

県基本計画」という。）を定めなければなら

ない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げ

る事項を定めるものとする。 

一 困難な問題を抱える女性への支援に関す

る基本的な方針 

二 困難な問題を抱える女性への支援のため

の施策の実施内容に関する事項 

三 その他困難な問題を抱える女性への支援

のための施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、

基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画

を勘案して、当該市町村における困難な問

題を抱える女性への支援のための施策の実

施に関する基本的な計画（以下この条にお

いて「市町村基本計画」という。）を定める

よう努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計

画又は市町村基本計画を定め、又は変更し

たときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

ばならない。 

５ 厚生労働大臣は、都道府県又は市町村に

対し、都道府県基本計画又は市町村基本計

画の作成のために必要な助言その他の援助

を行うよう努めなければならない。 

第三章 女性相談支援センターによる支援等 

（女性相談支援センター） 

第九条 都道府県は、女性相談支援センター

を設置しなければならない。 

２ 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七

号）第二百五十二条の十九第一項の指 定

都市（以下「指定都市」という。）は、女性

相談支援センターを設置することができ

る。 

３ 女性相談支援センターは、困難な問題を

抱える女性への支援に関し、主として次に

９掲げる業務を行うものとする。 

一 困難な問題を抱える女性に関する各般の

問題について、困難な問題を抱える女性の

立場に立って相談に応ずること又は第十一

条第一項に規定する女性相談支援員若しく

は相談を行う機関を紹介すること。 

二 困難な問題を抱える女性（困難な問題を

抱える女性がその家族を同伴する場合にあ

っては、困難な問題を抱える女性及びその

同伴する家族。次号から第五号まで及び第

十二条第一項において同じ。）の緊急時にお

ける安全の確保及び一時保護を行うこと。 

三 困難な問題を抱える女性の心身の健康の

回復を図るため、医学的又は心理学的な援

助その他の必要な援助を行うこと。 

四 困難な問題を抱える女性が自立して生活

することを促進するため、就労の支援、住

宅の確保、援護、児童の保育等に関する制

度の利用等について、情報の提供、助言、

関係機関との連絡調整その他の援助を行う

こと。 

五 困難な問題らを抱える女性が居住して保

護を受けることができる施設の利用につい

て、情報の提供、助言、関係機関との連絡

調整その他の援助を行うこと。 
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４ 女性相談支援センターは、その業務を行

うに当たっては、その支援の対象となる者

の抱えている問題及びその背景、心身の状

況等を適切に把握した上で、その者の意向

を踏まえながら、最適な支援を行うものと

する。 

５ 女性相談支援センターに、所長その他所

要の職員を置く。 

６ 女性相談は支援センターには、第三項第

二号の一時保護を行う施設を設けなければ

ならない。 

７ 第三項第二号の一時保護は、緊急に保護

することが必要と認められる場合その他厚

生労働省令で定める場合に、女性相談支援

センターが、自ら行い、又は厚生労働大臣

が定める基準を満たす者に委託して行うも

のとする。 

８ 前項の規定による委託を受けた者若しく

はその役員若しくは職員又はこれらの者で

あった者は、正当な理由がなく、その委託

を受けた業務に関して知り得た秘密を漏ら

してはならない。 

９ 第三項第二号の一時保護に当たっては、

その対象となる者が監護すべき児童を同伴

する場合には、当該児童の状況に応じて、

当該児童への学習に関する支援が行われる

ものとする。 

10 女性相談支援センターは、その業務を行

うに当たっては、必要に応じ、困難な問題

を抱える女性への支援に関する活動を行う

民間の団体との連携に努めるものとする。 

11 前各項に定めるもののほか、女性相談支

援センターに関し必要な事項は、政令で定

める。 

（女性相談支援センターの所長による報告 

等） 

第十条 女性相談支援センターの所長は、困

難な問題を抱える女性であって配偶者のな

いもの又はこれに準ずる事情にあるもの及

びその者の監護すべき児童について、児童

福祉法第六条の三第十八項に規定する妊産

婦等生活援助事業の実施又は同法第二十三

条第二項に規定する母子保護の実施が適当

であると認めたときは、これらの者を当該

妊産婦等生活援助事業の実施又は当該母子

保護の実施に係る都道府県又は市町村の長

に報告し、又は通知しなければならない。 

（女性相談支援員） 

第十一条 都道府県（女性相談支援センター

を設置する指定都市を含む。第二十条第一

項（第四号から第六号までを除く。）並びに

第二十二条第一項及び第二項第一号におい

て同じ。）は、困難な問題を抱える女性につ

いて、その発見に努め、その立場に立って

相談に応じ、及び専門的技術に基づいて必

要な援助を行う職務に従事する職員（以下

「女性相談支援員」という。）を置くものと

する。 

２ 市町村（女性相談支援センターを設置す

る指定都市を除く。第二十条第二項及び第

二十二条第二項第二号において同じ。）は、

女性相談支援員を置くよう努めるものとす

る。 

３ 女性相談支援員の任用に当たっては、そ

の職務を行うのに必要な能力及び専門的な

知識経験を有する人材の登用に特に配慮し

なければならない。 

（女性自立支援施設） 

第十二条 都道府県は、困難な問題を抱える

女性を入所させて、その保護を行うととも

に、その心身の健康の回復を図るための医

学的又は心理学的な援助を行い、及びその

自立の促進のためにその生活を支援し、あ

わせて退所した者について相談その他の援

助を行うこと（以下「自立支援」という。）

を目的とする施設（以下「女性自立支援施

設」という。）を設置することができる。 

２ 都道府県は、女性自立支援施設における

自立支援を、その対象となる者の意向を踏

まえながら、自ら行い、又は市町村、社会

福祉法人その他適当と認める者に委託して

行うことができる。 

３ 女性自立支援施設における自立支援に当

たっては、その対象となる者が監護すべき

児童を同伴する場合には、当該児童の状況

に応じて、当該児童への学習及び生活に関

する支援が行われるものとする。 

 

（民間の団体との協働による支援） 

第十三条 都道府県は、困難な問題を抱える

女性への支援に関する活動を行う民間の団

体と協働して、その自主性を尊重しつつ、

困難な問題を抱える女性について、その意

向に留意しながら、訪問、巡回、居場所の

提供、インターネットの活用、関係機関へ

の同行その他の厚生労働省令で定める方法
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により、その発見、相談その他の支援に関

する業務を行うものとする。 

２ 市町村は、困難な問題を抱える女性への

支援に関する活動を行う民間の団体と協働

して、その自主性を尊重しつつ、困難な問

題を抱える女性について、その意向に留意

しながら、前項の業務を行うことができ

る。 

（民生委員等の協力） 

第十四条 民生委員法（昭和二十三年法律第

百九十八号）に定める民生委員、児童福祉

法に定める児童委員、人権擁護委員法（昭

和二十四年法律第百三十九号）に定める人

権擁護委員、保護司法（昭和二十五年法律

第二百四号）に定める保護司及び更生保護

事業法（平成七年法律第八十六号）に定め

る更生保護事業を営む者は、この法律の施

行に関し、女性相談支援センター及び女性

相談支援員に協力するものとする。 

（支援調整会議） 

第十五条 地方公共団体は、単独で又は共同

して、困難な問題を抱える女性への支援を

適切かつ円滑に行うため、関係機関、第九

条第七項又は第十二条第二項の規定による

委託を受けた者、困難な問題を抱える女性

への支援に関する活動を行う民間の団体及

び困難な問題を抱える女性への支援に従事

する者その他の関係者（以下この条におい

て「関係機関等」という。）により構成され

る会議（以下この条において「支援調整会

議」という。）を組織するよう努めるものと

する。 

２ 支援調整会議は、困難な問題を抱える女

性への支援を適切かつ円滑に行うために必

要な情報の交換を行うとともに、困難な問

題を抱える女性への支援の内容に関する協

議を行うものとする。 

３ 支援調整会議は、前項に規定する情報の

交換及び協議を行うため必要があると認め

るときは、関係機関等に対し、資料又は情

報の提供、意見の開陳その他必要な協力を

求めることができる。 

４ 関係機関等は、前項の規定による求めが

あった場合には、これに協力するよう努め

るものとする。 

 

５ 次の各号に掲げる支援調整会議を構成す

る関係機関等の区分に従い、当該各号に定

める者は、正当な理由がなく、支援調整会

議の事務に関して知り得た秘密を漏らして

はならない。 

一 国又は地方公共団体の機関 当該機関の

職員又は職員であった者 

二 法人 当該法人の役員若しくは職員又は

これらの者であった者 

三 前二号に掲げる者以外の者 支援調整会

議を構成する者又は当該者であった者 

６ 前各項に定めるもののほか、支援調整会

議の組織及び運営に関し必要な事項は、支

援調整会議が定める。 

 

第四章 雑則 

（教育及び啓発） 

第十六条 国及び地方公共団体は、この法律

に基づく困難な問題を抱える女性への支援

に関し国民の関心と理解を深めるための教

育及び啓発に努めるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、自己がかけがえ

のない個人であることについての意識の涵

かん養に資する教育及び啓発を含め、女性

が困難な問題を抱えた場合にこの法律に基

づく支援を適切に受けることができるよう

にするための教育及び啓発に努めるものと

する。 

（調査研究の推進） 

第十七条 国及び地方公共団体は、困難な問

題を抱える女性への支援に資するため、効

果的な支援の方法、その心身の健康の回復

を図るための方法等に関する調査研究の推

進に努めるものとする。 

（人材の確保等） 

第十八条 国及び地方公共団体は、困難な問

題を抱える女性への支援に従事する者の適

切な処遇の確保のための措置、研修の実施

その他の措置を講ずることにより、困難な

問題を抱える女性への支援に係る人材の確

保、養成及び資質の向上を図るよう努める

ものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第十九条 国及び地方公共団体は、困難な問

題を抱える女性への支援に関する活動を行

う民間の団体に対し、必要な援助を行うよ

う努めるものとする。 

（都道府県及び市町村の支弁） 

第二十条 都道府県は、次に掲げる費用（女

性相談支援センターを設置する指定都市に
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あっては、第一号から第三号までに掲げる

費用に限る。）を支弁しなければならない。 

一 女性相談支援センターに要する費用（次

号に掲げる費用を除く。） 

二 女性相談支援センターが行う第九条第三

項第二号の一時保護（同条第七項に規定す

る厚生労働大臣が定める基準を満たす者に

委託して行う場合を含む。）及びこれに伴い

必要な事務に要する費用 

三 都道府県が置く女性相談支援員に要する

費用 

四 都道府県が設置する女性自立支援施設の

設備に要する費用 

五 都道府県が行う自立支援（市町村、社会

福祉法人その他適当と認める者に委託して

行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事

務に要する費用 

六 第十三条第一項の規定により都道府県が

自ら行い、又は民間の団体に委託して行う

困難な問題を抱える女性への支援に要する

費用 

２ 市町村は、市町村が置く女性相談支援員

に要する費用を支弁しなければならない。 

３ 市町村は、第十三条第二項の規定により

市町村が自ら行い、又は民間の団体に委託

して行う困難な問題を抱える女性への支援

に要する費用を支弁しなければならない。 

（都道府県等の補助） 

第二十一条 都道府県は、社会福祉法人が設

置する女性自立支援施設の設備に要する費

用の四分の三以内を補助することができ

る。 

２ 都道府県又は市町村は、第十三条第一項

又は第二項の規定に基づく業務を行うに当

たって、法令及び予算の範囲内において、

困難な問題を抱える女性への支援に関する

活動を行う民間の団体の当該活動に要する

費用（前条第一項第六号の委託及び同条第

三項の委託に係る委託費の対象となる費用

を除く。）の全部又は一部を補助することが

できる。 

（国の負担及び補助） 

第二十二条 国は、政令で定めるところによ

り、都道府県が第二十条第一項の規定によ

り支弁した費用のうち、同項第一号及び第

二号に掲げるものについては、その十分の

五を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次に掲げ

る費用の十分の五以内を補助することがで

きる。 

 

一 都道府県が第二十条第一項の規定により

支弁した費用のうち、同項第三号及び第五

号に掲げるもの（女性相談支援センターを

設置する指定都市にあっては、同項第三号

に掲げるものに限る。） 

二 市町村が第二十条第二項の規定により支

弁した費用 

３ 国は、予算の範囲内において、都道府県

が第二十条第一項の規定により支弁した費

用のうち同項第六号に掲げるもの及び市町

村が同条第三項の規定により支弁した費用

並びに都道府県及び市町村が前条第二項の

規定により補助した金額の全部又は一部を

補助することができる。 

第五章 罰則 

第二十三条 第九条第八項又は第十五条第五

項の規定に違反して秘密を漏らした者は、

一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金

に処する。 

附則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和六年四月一日から

施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

一 次条並びに附則第三条、第五条及び第三

十八条の規定 公布の日 

二 附則第三十四条の規定 この法律の公布

の日又は児童福祉法等の一部を改正する法

律（令和四年法律第六十六号）の公布の日

のいずれか遅い日 

三 略 

四 附則第三十六条の規定 この法律の公布

の日又は刑法等の一部を改正する法律の施

行に伴う関係法律の整理等に関する法律

（令和四年法律第六十八号）の公布の日の

いずれか遅い日 

（検討） 

第二条 政府は、この法律の公布後三年を目

途として、この法律に基づく支援を受ける

者の権利を擁護する仕組みの構築及び当該

支援の質を公正かつ適切に評価する仕組み

の構築について検討を加え、その結果に基

づいて所要の措置を講ずるものとする。 
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２ 政府は、前項に定める事項のほか、この

法律の施行後三年を目途として、この法律

の施行の状況について検討を加え、必要が

あると認めるときは、その結果に基づいて

所要の措置を講ずるものとする。 

（準備行為） 

 

第三条 厚生労働大臣は、この法律の施行の

日（以下「施行日」という。）前において

も、第七条第一項から第三項までの規定の

例により、基本方針を定めることができ

る。この場合において、厚生労働大臣は、

同条第四項の規定の例により、これを公表

することができる。 

２ 前項の規定により定められ、公表された

基本方針は、施行日において、第七条第一

項から第三項までの規定により定められ、

同条第四項の規定により公表された基本方

針とみなす。 

（婦人補導院法の廃止） 

第十条 婦人補導院法は、廃止する。 

（婦人補導院法の廃止に伴う経過措置） 

第十一条 旧婦人補導院法第十二条の規定に

よる手当金の支給及び旧婦人補導院法第十

九条の規定による遺留金品の措置について

は、なお従前の例による。この場合におい

て、これらに関する事務は、法務省令で定

める法務省の職員が行うものとする。 

（政令への委任） 

第三十八条 この附則に定めるもののほか、

この法律の施行に関し必要な経過措置は、

政令で定める。 
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６ 千早赤阪村男女共同参画推進条例 

平成28年３月23日条例第５号 

 

千早赤阪村男女共同参画推進条例 

前文 

日本国憲法においては、個人の尊重と法の

下の平等がうたわれており、わが国では、国

際社会における取組と連動しながら、男女共

同参画社会基本法を始めとした男女平等の実

現に向けた法や制度の整備が進められてき

た。 

千早赤阪村においても、男女共同参画社会

の実現をめざして、男女の人権尊重を基本と

した様々な施策を実施してきた。 

しかしながら、性別による役割分担意識や

これに基づく社会慣行等が依然として残って

おり、男女の生き方の自由な選択や社会活動

への参画の機会を妨げる要因になっているこ

とから、なお一層の取り組みが求められてい

る。 

少子高齢化の進展や社会経済情勢が大きく

変化する中で、性別にとらわれることなく、

個性と能力が十分発揮できる、豊かで活力あ

る地域社会を築くためには、男女が互いの人

権を尊重しつつ責任も分かち合い、社会のあ

らゆる分野で対等に参画できる男女共同参画

社会の実現が重要な課題である。 

ここに千早赤阪村は、男女共同参画社会の

形成に関する基本理念を定め、村、村民、事

業者及び教育関係者が協働して、男女共同参

画の推進に取り組むことを決意し、この条例

を制定する。 

（目的） 

第１条 この条例は、本村における男女共同

参画社会の推進に関する基本理念を定め、

村、村民、事業者及び教育関係者の責務を明

らかにするとともに、男女共同参画の推進に

関する施策の基本的な事項を定めることによ

り、男女共同参画を総合的かつ計画的に実施

し、もって男女共同参画社会の実現に寄与す

ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(１) 男女共同参画 男女が、社会の対等な

構成員として、自らの意思によって職場、学

校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野

（以下「社会のあらゆる分野」という。）にお

ける活動に参画する機会が確保され、もって

男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文

化的利益を享受することができ、かつ、共に

責任を担うことをいう。 

(２) 村民 村内に在住、在勤又は在学する

者をいう。 

(３) 事業者 村内において、営利又は非営

利を問わず、事業活動を行う法人その他の団

体及び個人をいう。 

(４) 教育関係者 村内において学校教育、

家庭教育、職場教育、社会教育その他教育活

動に携わる者をいう。 

(５) 積極的改善措置 社会のあらゆる分野

における活動に参画する機会に係る男女間の

格差を改善するため、必要な範囲内において

男女のいずれか一方に対し、その機会を積極

的に提供することをいう。 

(６) セクシュアル・ハラスメント 職場、

学校、地域その他の社会的関係において、相

手の意に反した性的な言動により、相手に不

快感若しくは不利益を与えること又は相手の

就業環境や学習環境を害することをいう。 

(７) ドメスティック・バイオレンス 配偶

者など親密な関係にある者、又はあった者か

らの身体的、精神的、社会的、経済的又は性

的な暴力行為又はこれに準ずる心身に有害な

影響を及ぼす言動をいう。 

（基本理念） 

第３条 男女共同参画は、次に掲げる事項を

基本理念として推進しなければならない。 

(１) 男女が個人として尊厳が重んじられる

こと、男女が性別による差別的取扱いを受け

ないこと、男女が個人として能力を発揮する

機会が確保されること、男女間のあらゆる暴

力が根絶されることその他男女の人権が尊重

されること。 
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(２) 性別による固定的な役割分担意識等に

基づく社会制度又は慣行が、男女の社会にお

ける活動の自由な選択に対して、影響を及ぼ

すことのないよう配慮されること。 

(３) 村における政策又は事業者若しくは各

種の団体における方針の立案及び決定に、男

女が対等に参画する機会が確保されること。 

(４) 家族を構成する男女が、相互の協力と

社会の支援の下に、家事、子育て、介護等そ

の他家庭生活における活動を協力して担うと

ともに、職場、学校、地域その他の社会生活

における活動に対等に参画できるよう配慮さ

れること。 

(５) 男女が、それぞれの身体的特徴及び心

身の変化について理解を深め、妊娠、出産そ

の他の性と生殖に関する事項について互いの

意思を尊重するとともに、生涯にわたり健康

な生活を営むことができるよう配慮されるこ

と。 

(６) 男女共同参画の推進に向けた取組は、

国際社会における取組と密接な関係を有して

いることから、その動向と協調すること。 

（村の責務） 

第４条 村は、前条に定める基本理念（以下

「基本理念」という。）に基づき、男女共同参

画の推進に関する施策（積極的改善措置を含

む。以下「男女共同参画施策」という。）を総

合的かつ計画的に策定し、実施するものとす

る。 

２ 村は、男女共同参画施策の実施に当たっ

ては、国及び地方公共団体と連携を図るとと

もに、村民、事業者及び教育関係者（以下

「村民等」という。）と協力して取り組まなけ

ればならない。 

（村民の責務） 

第５条 村民は、男女共同参画について理解

を深め、基本理念に基づき、社会のあらゆる

分野において、積極的に男女共同参画の推進

に努めるとともに、村が実施する男女共同参

画施策に協力するよう努めるものとする。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、男女共同参画について理

解を深め、基本理念に基づき、その事業活動

を行うに当たり、男女が職場における活動に

対等に参画する機会の確保に努めるととも

に、村が実施する男女共同参画施策に協力す

るよう努めるものとする。 

２ 事業者は、仕事と家庭その他の活動とを

両立して行うことができる職場環境を整備す

るよう努めるものとする。 

（教育関係者の責務） 

第７条 教育関係者は、男女共同参画につい

て理解を深め、基本理念に配慮した教育に努

めるとともに、村が実施する男女共同参画施

策に協力するよう努めるものとする。 

（性別による人権侵害等の禁止） 

第８条 すべての人は、社会のあらゆる分野

において、直接的又は間接的であるかを問わ

ず、次に掲げる行為を行ってはならない。 

(１) 性別を理由とする差別的取扱い 

(２) セクシュアル・ハラスメント 

(３) ドメスティック・バイオレンス 

(４) 性同一性障害を有する人、先天的に身

体上の性別が不明瞭である人等に対する人権

侵害 

（公衆に表示する情報への配慮） 

第９条 すべての人は、公衆に表示する情報

において、性別による固定的な役割分担、異

性に対する暴力行為その他性別による差別的

取扱いを助長する表現を行わないように配慮

するものとする。 

（男女共同参画推進計画の策定） 

第 10 条 村長は、男女共同参画施策を総合

的かつ計画的に推進するため、男女共同参画

の推進に関する基本的な計画（以下「男女共

同参画推進計画」という。）を策定するものと

する。 

２ 村長は、男女共同参画推進計画を策定す

るに当たっては、村民等の意見を反映するこ

とができるよう必要な措置を講ずるものとす

る。 

３ 村長は、男女共同参画推進計画を策定し

たときは、速やかにこれを公表するものとす

る。 

４ 前２項の規定は男女共同参画推進計画の

変更について準用する。 

（施策の策定等に当っての配慮） 

第 11 条 村は、男女共同参画の推進に影響

を及ぼすと認められる施策の策定及び実施に

当たっては、基本理念に配慮するものとす

る。 

（広報及び啓発） 

第 12 条 村は、男女共同参画の推進につい

て村民等の理解を深めるため、広報及び啓発

活動を行うものとする。 
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（活動への支援） 

第 13 条 村は、村民等が行う男女共同参画

の推進に関する活動を支援するため、情報の

提供その他の必要な措置を講じるものとす

る。 

（積極的改善措置） 

第 14 条 村は、社会のあらゆる分野の活動

において、男女間に参画する機会の格差が生

じている場合は、村民等と協力し、積極的改

善措置が講じられるよう努めるものとする。 

（推進体制の整備） 

第 15 条 村は、男女共同参画施策を総合的

かつ計画的に推進するため、必要な体制の整

備に努めるものとする。 

（調査研究） 

第 16 条 村は、男女共同参画施策の策定及

び実施に関し必要な調査研究を行うものとす

る。 

（苦情及び相談） 

第 17 条 村民等は、男女共同参画施策その

他の村が実施する施策のうち、男女共同参画

の推進に影響を及ぼすと認められるものにつ

いて苦情又は意見（以下「苦情等」という。）

があるときは、その旨を村長に申し出ること

ができる。 

２ 村民等は、性別による差別的取扱いその

他男女共同参画の推進を阻害する要因により

人権が侵害されたときは、村長に対し、相談

の申出をすることができる。 

３ 前２項の規定による苦情等又は相談の申

出があったときは、村長は、速やかに対応

し、これを適切に処理するものとする。この

場合において、村長は、当該申出を処理する

ため必要があると認めるときは、関係機関に

対し協力を要請するものとする。 

（委任） 

第 18 条 この条例の施行に関し必要な事項

は、村長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成 28 年４月１日から施行す

る。
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７ 千早赤阪村人権尊重のまちづくり審議会規則 

平成13年12月11日規則第17号 

改正 

平成17年９月29日規則第11号 

令和元年５月21日規則第12号 

千早赤阪村人権尊重のまちづくり審議会規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、千早赤阪村人権尊重の

まちづくり条例（平成 13 年千早赤阪村条例第

23 号。以下「条例」という。）第５条第２項の

規定に基づき、千早赤阪村人権尊重のまちづ

くり審議会（以下「審議会」という。）の組織

及び運営に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

（任務） 

第２条 審議会は、村長の諮問に応じ、人権

尊重のまちづくりに関する事項を調査審議

し、答申するものとする。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員 11 名以内で組織す

る。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから村長が

委嘱する。 

(１) 公共的団体の代表者 

(２) 学識経験を有する者 

(３) その他村長が適当と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は２年とする。ただし、

補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長を置き、委

員の互選により定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理す

る。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故が

あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会の会議は、会長が招集し、会

長が議長となる。 

２ 審議会は、委員の半数以上の出席がなけ

れば会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決

し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

（意見の聴取等） 

第７条 会長は、必要があると認めるとき

は、関係者の出席を求め、その意見若しくは

説明を聴き、又は資料の提出を求めることが

できる。 

（庶務） 

第８条 審議会の庶務は、住民課において処

理する。 

（委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、審議

会の運営について必要な事項は、会長が定め

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（招集等の特例） 

２ 公布日以後最初に行われる審議会、その

他会長又は副会長が欠けているときの審議会

の会議は、村長が招集し、会長が選任される

までの間は、村長が指名する者がその会議を

主宰する。 

附 則（平成 17 年９月 29 日規則第 11 号

抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成 17 年 10月１日から施

行する。 

附 則（令和元年５月 21 日規則第 12 号） 

この規則は、令和元年６月１日から施行す

る。 
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８ 千早赤阪村人権尊重のまちづくり審議会委員名簿 

令和８年３月 31日現在 

 氏名 所属 備考 

１ 田村 登 千早赤阪村人権協会 会長 

２ 池上 英明 大阪教育大学 副会長 

３ 土井 典子 千早赤阪村民生委員児童委員協議会  

４ 東條 由紀子 千早赤阪村教育委員会  

５ 川邊 淸 千早赤阪村社会福祉協議会  

６ 田中 鈴代 富田林人権擁護委員協議会  

７ 福田 尭之 千早赤阪村企業人権協議会  

８ 上原 裕美 NPO法人ちはや子どもサポート  

９ 東門 幸一 千早赤阪村区長会  

10 鶴岡 弘美 富田林市人権協議会  
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９ 千早赤阪村男女共同参画社会推進本部設置要綱 

平成17年３月29日 

千早赤阪村要綱第５号 

（設置） 

第１条 本村における男女共同参画社会に関

する施策を総合的かつ効果的に推進するた

め、千早赤阪村男女共同参画社会推進本部

（以下「推進本部」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌

する。 

(1) 男女共同参画に関する施策の総合的か

つ効果的な計画の策定及び推進に関するこ

と。 

(2) 男女共同参画に関する施策に係る関係

部局間の連絡調整に関すること。 

(3) 前 2 号に定めるもののほか、男女共同

参画社会を実現するために必要な事項。 

（組織） 

第３条 推進本部は、副村長、教育長、部長

級、課長級の職にある者をもって組織する。 

２ 推進本部に、本部長、副本部長を置く。 

３ 本部長には副村長を、副本部長には人権

主管部長をもって充てる。 

（本部長等） 

第４条 本部長は、会議の議長となり会務を

処理する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に

事故あるとき、又は欠けたときは、その職務

を代理する。 

（幹事会） 

第５条 推進本部の所掌事務の具体的事項を

検討し調整するため推進本部を組織する係長

又は主査の職にある者をもって組織する幹事

会を置く。 

２ 幹事会に、幹事長及び副幹事長を置く。 

３ 幹事長には、人権事務担当者を、副幹事

長には、人事事務担当者をもって充てる。 

４ 幹事長は、所掌事務を総括する。副幹事

長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あると

き、又は欠けたときは、その職務を代理す

る。 

（会議） 

第６条 幹事会は、必要に応じて幹事長が招

集し、その議長となる。 

（庶務） 

第７条 推進本部の庶務は、人権主管課にお

いて処理する。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、推進

本部に必要な事項は、本部長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成 17 年３月 29 日から施行

する。 

附 則（平成 17 年 10 月１日要綱第 28 号） 

この要綱は、平成 17年 10 月１日から施行

する。 

附 則（平成 19 年４月１日要綱） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 25 年９月４日要綱第 23 号） 

この要綱は、平成 25 年４月１日から施行す

る。 

附 則（平成 27 年６月 16 日要綱第 26 号） 

この要綱は、公布の日から施行し、平成 27

年４月１日から適用する 

附 則（令和７年４月 24 日要綱第 29 号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（令和７年 12 月 18 日要綱第 58 号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 
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10 第３期千早赤阪村男女共同参画推進計画策定経過 

 

日程 内容 

令和７年７月８日 

第 1回千早赤阪村男女共同参画社会推進本部幹事会開催 

・第３期千早赤阪村男女共同参画推進計画の策定について 

・住民意向調査(アンケート調査)の実施について 

令和７年９月１日～ 

令和７年９月 19日 
「男女共同参画に関する住民意識調査」実施 

令和７年 11月５日 

第２回千早赤阪村男女共同参画社会推進本部幹事会開催 

・住民意識調査(アンケート調査)の結果報告について 

・千早赤阪村男女共同参画推進計画の体系・骨子の検討に

ついて 

・事業評価及び庁内ヒアリングについて 

令和７年 11月 28日 庁内ヒアリング実施 

令和７年 12月８日 

第３回千早赤阪村男女共同参画社会推進本部幹事会開催 

・第３期千早赤阪村男女共同参画推進計画（素案）の検討

について 

・パブリックコメントの実施について 

令和７年 12月 24 日～ 

令和８年１月 23日 
パブリックコメント実施 

令和８年２月５日 
千早赤阪村男女共同参画社会推進本部会議 

・第３期千早赤阪村男女共同参画推進計画（案）について 

令和８年２月 13日 

令和７年度千早赤阪村人権尊重のまちづくり審議会 

・第３期千早赤阪村男女共同参画推進計画（案）について 

・第２次千早赤阪村人権行政基本方針及び推進プランの進

捗状況について 
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